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活動報告書
～私たちの活動と成果を報告します～



北海道経済産業局は、経済産業省が行う経済産業行政の実施部隊として、また、地域のニーズ

に応えた施策の提案・ＰＲ等を行う営業部隊として、更には、東京の政策と北海道の現場をつなぐ

パイプ役として、北海道経済の最前線で様々な活動をしています。

例えば、我が国の将来を担う国際競争力を有する産業を育成するため、北海道の強みであるＩＴ

産業やバイオ産業のクラスター形成を促進し、世界に通用する研究開発への取り組みなどをサ

ポートしています。また、活力ある地域づくりを支援するため、北海道に豊富な農林水産等の地域

資源を活用した新商品開発・販売等をサポートしています。社会の安全・安心を確保するためには、

例えば、高齢者向け消費者トラブル回避のパンフレットの作成及び配布、製品安全リーフレットの

配布などを行っています。加えて、知的財産の活用促進や産業立地の推進など横断的な産業振興

プログラムも展開しています。

こうした取り組みを通じて、当局は、北海道経済の発展、ひいては我が国全体の経済の活性化や

持続的な発展に貢献しているところです。

本書は、皆様に当局の活動を改めてご紹介するとともに、活動の成果についてご報告するもので

す。当局の活動内容を知っていただくとともに、当局の活動や成果について皆様から忌憚のないご

意見をいただきたいと考えております。いただいたご意見は、これまでの活動の成果などと一緒に、

新しい活動目標の設定や業務の見直しに繋げていきたいと考えております。

北海道経済産業局活動報告書 発刊に当たって

新しい活動目標の設定や業務の見直しに繋げていきたいと考えております。

経済産業省
北海道経済産業局長 深野弘行
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国際競争力ある産業の育成

１．北海道ＩＴイノベーション戦略の推進
～ＩＴ産業と北海道の特色ある地域産業との好循環を目指して

＜情報政策課＞

１．本事業の目標
①平成２２年度の目標像

・「下請け集積地」から「システム重要部品を

製造供給する基地」への転換

・地域産業とＩＴ産業の好循環

・海外連携の活発化による競争力強化

・世界に通用するＩＴ企業の誕生

２．本事業の取組
（１）戦略の推進体制

当局は、クラスター活動の中

核的役割を担う（社）北海道

平成１９年度から４年間で取り組む新たな産業クラスター計画として、IT産業と農林水産業や食品、観光
などの特色ある地域産業との好循環創出を目指す「北海道ITイノベーション戦略」を策定。道内約３００社
のＩＴ企業等が参加する「北海道情報産業クラスター・フォーラム（ＩＴＣＦ）」の活動として、「１０の支援プロ

ジェクト」を推進しており、「情報大航海プロジェクト」に、ＩＴＣＦ加盟企業等のコンソーシアムによる「Ｖｉｅｗ

サーチ北海道」が採択されるなど成果が出ています。

②目標値（計画期間 平成１９～２２年度）

・新事業開始件数 ４，０００件／４年

内、地域産業との連携事業 １，０００件／４年

・平成２２年度売上高 ４，５００億円

・新規海外事業提携数 ８０件／４年

北海道経済産業局 ｸﾗｽﾀｰ推進組織・ｸﾗｽﾀｰ･ﾌｫｰﾗﾑ事務局
（社）北海道IT推進協会

戦略の共有

核的役割を担う（社）北海道ＩＴ

推進協会（推進組織）や「拠点

組織」等と連携・協力し、本戦

略に基づき実施する事業の企

画及び、参加企業や産学官ネ

ットワークの結節点となり、関

係行政機関等と事業を運営。

（２）具体的な取組
①首都圏業務の道内ＩＴ企業連携開発体制構築モデルの推進

ＩＴＣＦの企業グループは、独自の共同受注開発のルール・手法を定め、モデルとなる受託案件に着手。ＩＴＣＦ事務局は、

共同開発に必要な関連法規の勉強会や成果実例勉強会を開催。

②世界に通用するＩＴ研究プロジェクトへのクラスター企業参画

「情報大航海プロジェクト」等、ＩＴ分野の国家プロジェクト参画へクラスター企業の挑戦を促すべく、関連のセミナー・研究

会等を実施。

③道内公設試験場とクラスター企業との共同研究の推進

北海道立工業試験場とＩＴＣＦ参加企業との技術交流を促進することを目的に視察交流会を開催。

④地域資源を活用した情報コンテンツ発信事業の推進

観光情報学会の協力により「北海道旅行業協同組合」とＩＴＣＦ参加企業が連携し、同組合企業の旅行企画書

設計支援等のシステム構築に向けた「観光産業におけるコンテンツ関連IT活用研究会」を設立。

⑤ニッチトップ型ＩＴ企業の発掘育成

委託調査によりニッチトップ型IT企業を発掘するとともに、ＩＴＣＦ事務局と連携し対象企業のヒアリングを実施。

道内のIT産業振興機関
道内各地のＩＴ産業組織

道外・海外のIT関連組織
北海道のIT活用地域産業

（社）北海道 推進協会

ｸﾗｽﾀｰ拠点組織
(株)北海道ソフトウェア技術開発機構
(財)さっぽろ産業振興財団
ｸﾗｽﾀｰ協働拠点組織

ＮＰＯ法人札幌ビズカフェ

北海道IT経営応援隊

連携・協力

北海道内のIT企業等、約３００社が参加

２



３．取組の成果

（２）世界に通用するＩＴ研究プロジェクトへのクラスター企業参画

◆国家プロジェクトである「情報大航海

プロジェクト」に、「Ｖｉｅｗサーチ北海道」

が採択。

・開発コンソーシアム：

㈱データクラフト、㈱ソフトフロント

㈱インテリジェント・リンク

㈱北海道新聞、北海道旅客鉄道㈱

北海道大学

（１）首都圏業務の道内ＩＴ企業連携開発体制構築モデルの推進
◆北海道情報システム産業協会の企業グループが、第１号～３号の受注に成功。

◆道内ＩＴ企業グループが、事業協同組合
型の受注方式を見直し、首都圏業務の
共同開発方式の検討に着手。

◆首都圏から進出の大手ＩＴ企業が、首都
圏の高度・大型業務を道内ＩＴ企業へ直
接分割委託する方式を準備中。

Ｖｉｅｗサーチ北海道
長谷山エンジン

気に入った写真や絵から直接検索 イメージの検索により直感的に表示

（３）ニッチトップ型ＩＴ企業の発掘育成

◆特色のある事業を行っている道内ＩＴ企業

３４社のヒアリングを実施。今後、冊子に取

りまとめ個性ある道内ＩＴ企業を広く情報発

信。

クリプトン・フューチャー・メディア（株）

DTM音源効果音の配信で世界シェア７０％、

新製品「初音ミク」全国大ヒット

1995年 会社設立

ＩＴユーザー

中堅ＩＴ企業

ＩＴ企業 ＩＴ企業

大メーカー

代表ＩＴ企業

ＩＴ企業 ＩＴ企業 ＩＴ企業

北海道型ITジョイント
ベンチャー（IT-JV）

＜参考＞北海道ＩＴ産業の成長推移

売上高３,８００億円、従業員数１万９千人の北海道のＩＴ産業は、魅力ある産業集積として道外の注目対象。
平成１９年度に、４千億円産業（道内第１次産業生産額の半分以上規模）に到達の見込み。
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信。

◆首都圏等他地域のクラスターとのプレゼン

テーション会、商談会等を継続的に実施し、

ニッチトップ型ＩＴ企業の首都圏におけるビ

ジネス展開を支援。

DTM（デスクトップミュージック）の趣味や交際範囲から、

誰もビジネス化していない分野を事業化

1999年 中小企業創造活動促進法の認定

2000年頃から 着メロ関連ビジネスに参入

・１００万を超える音素材を揃えプロユーザーに対応

・世界的需要に応え、世界５０カ国へ供給

・音源ソフトの開発販売で全国シェア6０％以上に

2007年

ヤマハ（株）との提携開発技術による音楽制作ソフト「初音

ミク」が大ヒット。同社の市場は、プロ向けから一般ユー

ザー向けへと一気に拡大

３



活力ある地域づくりの支援

２．北海道バイオ産業成長戦略の推進
～バイオ産業と地域産業との好循環創出を目指して

＜バイオ産業課＞

１．本事業の目標
①平成２２年度の目標像 ②平成２２年度の目標値

・北海道らしさをアピールした商品が全国市場を席巻 ・新事業開始件数 ２，０００件／４年
（機能性食品・化粧品） （うち、地域資源の活用１，０００件／４年）
・北海道の技術に着目した国内外のバイオ関連企業の集積 ・売上高 ５００億円
（創薬・医療） ・研究開発投資額 ５０億円
・さらなるイノベーション創出環境の提供（研究支援ビジネス） ・新規海外展開企業数 ３０社／４年

２．本事業の取組
（１）北海道バイオ産業クラスターを構成するネットワーク

当局は、北海道バイオ産業成長戦略の策定、
戦略に基づく各種支援、ネットワークの拡
大等通じて バイオ産業の成長・発展

当局では、北海道地域の特長（農林水産業、食品産業等）を活かしたバイオ産業の更なる成長・発展の

ため、平成１９年度から４年間で取り組む産業クラスター計画として、「北海道バイオ産業成長戦略」を策定。

戦略で掲げる目標像、目標値を実現するためのクラスター活動として、１０の取組を支援しており、中でも

バイオマテックジャパン（株）が、プロテオグリカン※を量産化するための新工場を建設するなど、企業の成

長に向けた積極的な動きも見られます。

企業等による自立的
活動ネットワーク

※化粧品や機能性食品の原料

大等通じて、バイオ産業の成長・発展
を支援。

（２）具体的な取組
①販路拡大を目指したビジネスマッチングの実施

・大手食品・製薬メーカー等とのビジネス拡大、販路開拓を図るため、関西圏とのビジネスマッチングを図る事業を、平成１
５年度より毎年開催し、関西圏との連携関係を構築。クラスター・マネージャー等が仲介・パイプ役となり、事前準備を実
施することで効果的なマッチングを実施。

②機能性食品・化粧品素材の発掘とプロジェクトメイキングの実施

・農林水産事業者や食品企業等と、大学・公設試やバイオ企業とのマッチングを図るため、３０社の企業訪問を実施し、
様々なニーズを把握。
・企業訪問等により寄せられた下記のニーズに対応。

企業や研究者とのマッチング・販路開拓のコーディネート等・公的助成制度の活用促進に向けたプロジェクトメイキングの
実施。

広域交流の
ネットワーク
（６機関）

連携大学・研究機関
ネットワーク
（２２大学等）

研究・技術開発推進
ネットワーク
（２０５社等）

行政機関等
支援ネットワーク
（２９機関）

商社・金融・ＶＣ等
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ

（１１１社等）

活動ネットワ ク
（６９社等）

北海道経済産業局

◇拠点組織
・十勝圏振興機構（ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ分野２３社等）
・函館地域産業振興財団（ﾏﾘﾝﾊﾞｲｵ分野３２社等）
・北海道バイオ産業振興協会（ﾌｰｽﾞ･ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ分
野３６社等）
・北海道中小企業総合支援ｾﾝﾀｰ（４９社）

分野別・地域別クラスター
参加企業ネットワーク
（１４０社等）

◇推進組織
北海道科学技術振興センター
（北海道バイオ産業ｸﾗｽﾀｰ･ﾌｫｰﾗﾑ１０７社）

産業クラスター参加
企業ネットワーク
（１０７社）

４



３．取組の成果
（１）関西圏・首都圏とのビジネスマッチング

◆平成１９年度には、新たに首都圏マッチングを（横浜／川崎）実施。

北海道のバイオ企業７社が参加し、製薬企業やバイオベンチャー等
との総商談数は２８件にのぼった。

◆今年度の関西圏マッチングは、北海道のバイオ企業１０社に加え、
広域連携により四国企業５社が参加。

（２）地域産業とのネットワーク形成
◆地域のネットワーク形成・拡大の取組を支援。十勝地域で新たなネットワーク形成の取組がスタート。

（３）機能性食品・化粧品素材の発掘とプロジェクトメイキング
◆平成１９年度の当局技術開発助成制度（地域新生コンソーシアム研究開発事業等）について、（株）ラボ、北海道バイオ

インダストリー（株）などバイオ企業が行う研究開発１４件の採択が決定。

◆（ＮＰＯ）北海道バイオ産業振興協会
～マリンコラーゲン添加ヨーグルトの商品開発のコーディネートを実施

土づくりからこだわった牛乳を生産している（有）十勝しんむら牧場と、鮭皮からコラーゲンを製造
している（株）井原水産が共同で、マリンコラーゲンを配合したヨーグルトの生産技術の開発と機
能性の研究に着手。地域の中小企業家同友会や公設試等の支援も受けて、現在試作品が完成し、
生産工程の確立や販路先の開拓をしているところ。

◆施策活用事例～海洋性動物由来プロテオグリカンの実用化製造技術開発
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＜参考＞北海道のバイオ産業の成長推移
・平成１９年度のバイオ企業数は１００社と８年で２．９倍に大きく増加。

・平成１９年度の売上高は約２９５億円と、８年連続の増加。従業員数は２年連続で１，０００人を超える等成長を続けてい
る。

サケをはじめとする各種魚類の

加工残渣（主に頭部）から短時間で

量産可能な抽出・生成技術により、

化粧品や機能性食品向け高純度

プロテオグリカンを開発する。

・管理法人：釧路・根室圏産業技術振興センター、

・研究実施者：バイオマテックジャパン（株）、釧路市水産試験場、北海道大学
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３．モノ作り産業活性化
～元気なモノ作り企業創出を目指して

＜製造産業課＞

１．本事業の目標
・地場企業の自動車・電子関連分野への参入促進を図る。

・ニッチトップに代表される競争力のある企業の輩出を図る。
・イノベーションに資するプロジェクトの発掘・推進を図る。

２．本事業の取組と成果
（１）企業訪問による現場ニーズ等の把握

企業訪問を通して、製造現場の実態

を把握するとともに、新商品開発、人

材育成等の取り組みに対し、各種施

策等を活用し支援。

また 地域のものづくり産業の高度

道内には、独自の技術等により国内・世界市場で活躍しているニッチトップ企業や、高度な技術力をもっ

て自動車・電子関連分野企業との取引により成長を実現している企業があります。

当局では、こうした企業を創出するため、自社の競争力強化に意欲的に取り組む企業に対し、技術開発、

ビジネス化、人材育成等の施策を活用し支援しており、技術開発では実証レベルでの成果が、人材育成で

は室蘭工業大学で新講座が開設されるなど成果が出ています。

国際競争力ある産業の育成

企業を訪問してニーズ
をお聞きします

成果発表会、冊子
等による元気企業紹介

セミナーやメルマガ等
による情報提

大学の研究者や
公設試を紹介

企業連携の苗床となる
ネットワーク形成

Ｅｔｃ

表彰による「もの
づくり」への意識醸成

また、地域のものづくり産業の高度

化やイノベーションに資するプロジェク

トの発掘にも努め、大学・公設試等の

関係機関と連携し支援。

（２）技術開発支援
新商品開発、新分野進出、技術力向上等の取り組みを支援。また、自動車・電子産業への参入促進を図るため、鋳造、

めっき、プレス加工等の基盤技術の強化を目的とした「サポーティング・インダストリー施策」を活用し支援。

（３）ビジネス化支援
商品の高付加価値化、販路拡大、市場開拓等を促進するため、新連携等の施策を活用しビジネス化を支援。

◆サポーティング・インダストリー採択件数：６件（平成１９年度：２件、平成１８年度：４件）

・施策活用事例

テーマ：「極薄肉鋳造技術の自動車用鋳物部品軽量化への応用開発」

自動車業界の軽量化のニーズに応えるため、鋳物の厚さを６㎜から

２㎜にする生産技術の確立を目指す。 実験レベルでできた薄肉鋳物（左）→

廃タイヤ ゴムチップ 炭化微粉末

◆新連携支援採択件数（モノ作り関連）：１３件（平成１８年度：７件、平成１７年度：６件）

・施策活用事例

テーマ：「廃タイヤを処理した粉末への特殊メッキ加工による新

たな電磁波ブロック素材の開発・販売」

～廃棄物リサイクルによる高付加価値製品の開発～

廃タイヤをリサイクルし、高性能、低コストの電磁波ブロック

素材の開発を行う。

新事業開拓・新技術
開発への支援

ものづくりを担う
人材育成支援

産学官・金融連携による
企業のニーズ解決

６



（４）人材育成支援

ものづくり企業のニーズを捉えた製造現場の人材育成・強化を図るため、高専、大学等教育機関と連携した人材育成カ

リキュラム開発等の取り組みを支援。

（５）ものづくり関連情報の発信
①道内もの作り企業冊子の発刊

道内もの作り企業の事業連携等の促進を図るため、以下の冊子を作成し広く配布。

◆ 「ものづくり元気企業マップ」
道外・海外へ積極展開する５０社を紹介

◆ 「THE MONO DZUKURI 50」
企業間連携促進に向け５０社を紹介

◆ 「電子関連産業マップ」
電子関連産業分野５８事業所を紹介

◆産学連携製造中核人材育成事業の採択件数：６件
（平成１９年度：１件、平成１８年度：２件、平成１７年度：３件）

・施策活用事例

テーマ：「北海道鋳物産業における中核人材育成プロジェクト」
・目的：鋳物製品の高機能化・高付加価値化に取り組む人材育成を

行う。
・成果：室蘭工業大学では、平成１９年度から社会人等を対象とした

大学院博士前期課程・材料物性工学専攻「ものづくり工学コー
ス」を開設。

教
育
機
関

北
大
、
北
見
工
大
等

道
内
鋳
物
メ
ー
カ
ー

北海道立工業試験場

日本製鋼所室蘭製作所

室蘭工業大学 協力

管理法人：室蘭テクノセンター

◇プロジェクトの体制

②各種セミナーの開催
道内もの作り企業の新商品開発・新分野進出、
自動車・電子関連産業分野への導入促進の機運
を高めるため、「モノ作りフォーラム」、「素形材セミ
ナー」、「電子セミナー」等を開催。

③「ものづくり日本大賞」及び「元気なモノ作り中小企業３００社」等による企業ＰＲ
道内の優れたもの作り企業をＰＲするため、経済産業省等が実施した「ものづくり日本大賞」及び

「中小企業３００社」で選定した道内企業等について表彰式を実施するとともに、選定・受賞企業等を紹介する冊子を作成
し広く配布。

◆第１回ものづくり日本大賞（H17.8）～（株）ダイナックスが経済産業大臣賞受賞
道内から５グループ受賞

◆第２回ものづくり日本大賞（H19.8）～北海道職人義塾大学校が経済産業大臣賞受賞
道内から１５グループ受賞

◆第１回元気なモノ作り中小企業３００社（H18.3）～道内から ７社選定
◆第２回元気なモノ作り中小企業３００社（H19.6）～道内から１４社選定

④もの作り関連施策情報等の発信
・道内もの作り企業に役立つ“旬”な施策イベント情報を継続的に発信（頻度：月２回程度、発信先：約 ２，０００社）。

北海道電子産業ネットワークセミナー モノ作りフォーラム2006in北海道
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活力ある地域づくりの支援

４．地域資源の活用促進
～地域資源で地方を活性化

＜中小企業課＞

１．本事業の目標
・地域資源の活用により域外市場を狙った新商品等の開発・事業化や、地域資源の価値向上（ブランド化等）の取組を

支援し、地域産業発展の核となる新事業を年間３０～４０件創出する。

２．本事業の取組
本制度（地域資源活用プログラム）は、「中小企業地域資源活用促進法」に基づき、当局等が「地域資源活用事業計画」
を認定し、ハンズオン支援事務局（北海道地域支援事務局）のアドバイスをはじめ、補助金、減税、低利融資など各種支援
メニューにより支援する取組。
本制度の活用促進のため、以下の取組を実施。

都道府県が指定した農林水産物、産地の技術、観光資源などの地域資源を活用して、新商品・新サー

ビスの開発や市場化に取り組む中小企業等を総合的に支援する取組で、平成１９年度からスタートしまし

た。

平成２０年２月末現在、当局では４７都道府県中最多の３１件（全国２７８件）のプロジェクトを認定・支援

しています。また、北海道が指定した地域資源数も８１３件（農林水産物４４４件、産地の技術１５３件、観

光資源２１６件）と全国最多となっています。

ハンズオン支援（専門家によるきめ細かなアドバイス）
（全国 箇所に支援事務局（（独）中小企業基盤整備機構に設置））

（１）北海道地域支援事務局の設置

地域資源活用の事業計画作成の支援から事業化に至るまできめ細かにサポートする専門家（中小企業診断士等）を配

置したハンズオン支援事務局を、（独）中小機構北海道支部に設置。６圏域センター（函館、室蘭、旭川、北見、帯広、釧

路）にプログラムの地方での推進を依頼。

（２）北海道地域資源活用応援団の発足

道内の有識者、経済団体、中小企業支援団体、金融機関２２人４５機関に協力を呼びかけ、事業の掘り起こし、ブラッ

シュアップ等を行う応援団を発足。

平成１９年７月１０日には、地域資源活用プログラムキックオフセレモニー（１５０名参加）を行い、応援団綱領を採択し、
地域資源活用プログラムの北海道オリジナルロゴマークを披露。

◇北海道地域資源活用応援団 綱領（要約）
１．それぞれの得意分野やネットワークを活かし、有望な事業の候補を発掘する。
２．地域資源活用事業により生み出された新商品・新サービスの商品化に向けた取組を可能な限り支援する。
３．商品・サービスの市場開拓について、販路拡大に必要な知識・情報の提供などの協力を行う。
４．地域資源に関係する施策・イベント開催情報の提供などの情報を積極的に発信する。
５．統一コンセプトのもと、地域資源活用気運の醸成に協力する。

北海道オリジナルロゴマーク

地域資源を活用して
新商品開発等を行う

中小企業

都道府県が
地域資源を指定
（基本構想）

（全国１０箇所に支援事務局（（独）中小企業基盤整備機構に設置））

当
局
が
認
定

道
を
経
由
し
て
申
請

補助金 設備投資減税 低利融資

需
要
の
開
拓

支援対象 ・都道府県の指定する地域資源を活用した取組
・新規性があり、域外市場への需要開拓を目指す取組

国が認定

事業計画策定
【事業の熟度：未】

高 事業のリスク 低

設備投資／
生産・販売

【事業の熟度：高】

試作品開発／
展示会出展等
【事業の熟度：低】
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（３）地域資源活用キャラバンなど説明会の実施
関係機関と協力して、各地で説明会を積極的に実施。

・「地域資源活用キャラバン」
対象：事業者
場所：帯広市、函館市、北見市、釧路市、旭川市、

室蘭市
・「商工会議所・商工会地域資源活用コーディネーター
研修会」
対象：商工会議所・商工会指導員
場所：小樽市、函館市、帯広市、旭川市
このほかに自治体などの求めに応じて、説明を実施。

（４）地域資源フォーラムの開催
地域資源活用プログラムの概要や、地域資源事業認定企業の成功事例

について紹介するフォーラム（北海道地域中小企業地域資源サポーターズ

サミット）を３回（札幌市２回、函館市１回）開催。

３.取組の成果
（１）これまでの地域資源活用事業計画認定

◆３１件の地域資源活用事業計画を認定（平成２０年２月末現在）

うち６件に補助金支援を実施したほか、低利融資、ハンズオン支援など各種支援策を実施。

◇有限会社 十勝野フロマージュ（中札内村） ◇株式会社深川硝子工芸（小樽市）

・施策普及キャラバン
各地の首長、商工会議所などのトップに当局幹部
が施策の趣旨を説明。（３３回実施）

中小企業地域資源サポーターズサミット

（２）北海道から全国への市場の拡大
認定事業者の製品は、首都圏のイベント（ニッポンサイコーキャンペーンほか）、展示会などに出品され注目を集めた。

◇有限会社 十勝野フロマ ジュ（中札内村）
日本人の食文化に馴染むブルーチーズ(原料：十勝産牛乳）の
商品開発

青カビや乳酸菌も国産を
使用し、他社ではまねの
出来ない、日本人の嗜好
にあったブルーチーズを
開発する。

◇はますい㈱（増毛町）
特許技術で処理されたタコを活用した「海鮮早炊きご飯」
（道産米）の開発・販売

電子レンジで10分程
度で調理できる留萌
支庁管内のタコを主
な具材とする冷凍海
鮮早炊きご飯を開発。

◇テルメン観光㈱（上士幌町）
「スギ花粉リトリート（疎開）ツアー」による糠平温泉郷
全国ブランド化への挑戦

体内の免疫バランス
の改善と食・健康・医
療を融合させた新た
なリゾートサービスを
構築。

◇株式会社深川硝子工芸（小樽市）
小樽ガラスの技術を活用した着色・切子加工等を施した耐
熱性硬質ガラス食器の開発

硬質ガラスに着色、切子
及びサンドブラストの技
法を適用し、色とカットの
デザインに富んだ耐熱機
能を有する新用途のガラ
ス食器を開発し、観光客
を主たるターゲットとして
提供する。
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活力ある地域づくりの支援

５．中小企業の再生支援
～経験豊かな専門家が企業再生をバックアップ

＜中小企業課＞

１．本事業の目標
・経営環境が悪化しつつある中小企業に対し、関係機関や専門家等が連携して、きめ細かに事業再生を支援することに

より、地域経済において大きな役割を果たす中小企業の活力再生を図る。

２．本事業の取組
「やる気と能力のある中小企業の再生」」を支援するため、金融支援、 売上増加策、コスト削減策等について、きめ細か

にアドバイス、仲介等を行う「北海道中小企業再生支援協議会」を北海道内の主要商工会議所、中小企業支援機関、金融
機関など関係機関の協力を得て平成１５年２月に設立。

（１）支援体制

・支援業務責任者（プロジェクトマネージャー）：橋本昭夫（弁護士）
・窓口専門家（サブマネージャー）：佐藤仁之・温井日出夫・土井政朗（金融機関ＯＢ）
・支援チーム：弁護士、公認会計士、税理士等の専門家で適宜編成。

自らの努力だけでは再生が難しい中小企業を支援するため、北海道中小企業再生支援協議会に、企業

再建の経験豊かな銀行出身者等の専門家が常駐し、窓口相談のほか、必要に応じ再生計画の策定支援

まできめ細かい対応を実施しています。

平成２０年１月末現在で、３２７社の相談に対応し、うち５８社の再生計画策定を完了、これにより、２，４６

５人の雇用の確保と取引先５，１３２社への悪影響を回避するなど、着実な成果をあげています。

（２）「北海道中小企業チャレンジファンド」による再生支援

平成１９年６月、「北海道中小企業チャレンジファンド」が、 中小企業基盤整備機構、

北洋銀行、北海道銀行などの出資により、総額３０億円で組成され、再生支援のツー
ルが拡充し、道内中小企業の再生支援を強化。
これにより、北海道中小企業再生支援協議会が再生計画策定を支援した２社に対し、
債権買取や株式取得を実行。

（３）中小企業再生サポートブックの刊行

再生支援協議会の企業再生ノウハウや活動状況、中小企業再生に係る公的支援

メニュー等をとりまとめた冊子を刊行し広く活動をPR。（平成２０年３月）

橋本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

◇中小企業再生支援協議会における再生支援の流れ

◇課題解決に向けたアドバイス
・面談や提出資料の分析を通して経営上の問題点や具体的な課題を抽出
・課題の解決に向けて、適切なアドバイスを実施
・必要に応じ、関係支援機関や支援施策を紹介

窓口対応（第一次対応）

◇再生支援計画の策定支援
・個別支援チーム（専門家で構成）を結成し、具体的な再生計画の策定を支援

◇関係機関との調整
関係金融機関等との調整を実施

再生計画策定支援（第二次対応）

◇フォローアップ
・計画策定後も定期的なフォローアップ、必要なアドバイスを実施

再生計画を作成して、金融機関と調整する必要があると協議会が判断した場合

・個別支援チームの結成

・公認会計士等による財務の調査分析
・中小企業診断士等による事業の調査分析

・再生計画案の検討・作成
・関係金融機関等との調整
・専門家による経営改善指導

・再生計画案の提示

・関係金融機関等との最終調整・合意形成

・関係金融機関等の合意
・再生計画の成立

再生計画策定支援の一般的なフロー

中小企業再生サポートブック
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再生計画策定支援中の企業数

再生計画策定完了企業数（累計）

相談取扱い企業数（累計）

３．取組の成果
（１）これまでの再生支援の成果

◆協議会が相談対応した企業は、３２７社、うち再生計画策定を完了した企業は５８社。（H15.4～H20.1）

◆これにより、２，４６５名の雇用を確保、取引先５，１３２社への悪影響を回避。

※Ｈ17年3月末からは四半期末時点の実績。それ以前は、H15年4月末から3ヶ月毎の末時点の実績。

取引先への悪影響回避

５，１３２社
再生計画策定支援企業

５８社
雇用の確保数

２，４６５人

相談企業への対応状況

相談対応した３２７社のうち協議会を
利用して問題を解決した中小企業

１１５社のうち協議会が支援して再生
計画策定を完了した中小企業

１１５社

５８社

建設業：15社

（26％）

製造業：12社

（21％）
運輸業：6社

（11％）

卸売業：6社

（11％）

宿泊業：6社

（10％）飲食店：3社

（5％）

不動産業：2社

（3％）

小売業：8社

（13％）

卸売業：20社（6％）

医療、福祉：5社（2％）

教育・学習支援業：１

社（0.5％）

サービス業：44社

（13％）

小売業：49社（15％）

不動産業：15社（5％）

飲食店：10社（3％）

運輸業：22社（7％）

情報通信業：1社

（0.5％）

製造業：60社（18％）

建設業：80社（24％）

宿泊業：20社（6％）

（２）相談企業・再生計画策定完了企業の特徴
◆相談企業（３２７社）の業種 ◆再生計画策定完了企業（５８社）の業種

◆再生計画策定完了企業の相談持込経路 ◆再生計画策定企業の所在地

５， ３ 社５８社 ， ６５人
（平成２０年１月末現在）

相談持込先
H15.2～H20.1 H19.4～H20.1

件数 割合 件数

地銀 １７社 ２９％ ４社

信金・信組 ９社 １６％ １社

政府系金融機関 ３社 ５％ ２社

ＲＣＣ ４社 ７％ ３社

商工会議所・商工会 ９社 １６％ -

弁護士・税理士 ３社 ５％ １社

企業直接 ９社 １６％ ３社

地域産業支援センター ３社 ５％ １社

その他 １社 １％ １社

合 計 ５８社 １００％ １６社

宗谷・網走支庁：８件

十勝・釧路、根室支庁：９件

留萌・上川・空知支庁：９件

石狩・後志支庁：３件

札幌市：２３件

胆振・日高支庁：３件

桧山・渡島支庁：３件
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活力ある地域づくりの支援

６．経営資源の組合せによる中小企業の活性化
～異業種連携で新事業にチャレンジ

＜中小企業課＞

１．本事業の目標
・異分野の中小企業、大学等が連携し、１社ではできな

かった新製品・新サービスの開発・販売等を行う取組

を支援し、新事業の創出を促進する。

２．本事業の取組
本制度は、「中小企業新事業活動促進法」に基づき、

当局等が連携性、新規性、市場性等に優れている事業

（新連携計画）を認定し、各種支援メニューにより、新事

業分野開拓を支援する取組。

本制度の活用促進のため、以下の取組を実施。

異分野の中小企業が連携して新しい事業に乗り出すのを支援する取組で、当局では、平成２０年３月末

現在で３７件のプロジェクトを認定・支援しています。また、平成１９年１２月末現在で認定した３３件のうち、

１９件が新製品の販売（売上額の累計約２１億円）を達成し、着実に成果があがっているほか、各地域の

経済産業局のネットワークを活用し、道内・外企業が連携するプロジェクトは１８件あります。

（１）新連携支援事務局の設置

新連携の事業計画作成の支援から事業化に至るま

できめ細かにサポートする専門家（中小企業診断士等）

を配置した事務局を、（独）中小機構北海道支部に設置。

（２）「新連携navigation」の発刊
新連携支援制度、支援メニュー、過去2年間に認定し
た全ての新連携計画、相談・認定案件の各種データを

紹介したガイドブックを６，０００部作成 （平成１９年６月）。

（３）「新連携ビジネス・サクセス見聞録」の発刊

平成１９年２月から平成２０年１月までに認定した１１件

の新連携ビジネスについて、「新連携ビジネスを始める

キッカケ！課題・苦労したこと！事業化までの道のり！」

などを紹介するガイドブックを１，０００部作成（平成２０年

３月）。

（４）「新連携フォーラム in 北海道２００８」の開催
新連携制度の概要や新連携認定企業の成功事例等に

ついて紹介するフォーラムを開催（平成２０年２月）。

新連携navigation

新連携フォーラム in 北海道２００８

新連携ビジネス・サクセス見聞録
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３．取組の成果
（１）これまでの新連携認定計画

◆３７件の新連携計画を認定（平成２０年３月末まで）。平成１７～１９年度にかけて補助金支援を実施。

・補助金交付額 延べ６５件、総額６．３億円
・補助金内訳～試作・マーケティング調査等支援（事業化・市場化支援事業）：延べ４６件

連携構築・マーケティング調査等支援（連携体構築支援事業）：延べ１９件

（２）「新連携」を活用して販売された製品

本支援制度を活用して、新しい製品が続々と誕生。

様々な面で、社会のお役にたっています。

◆新連携計画に認定された３３件のうち、

１９件が新製品の販売を達成。
（平成１９年１２月末まで）

◆支援事業の販売成約金額は累計で

約２１億円（平成１９年１２月末まで）。

◆販売達成された主な製品と計画の中心企業

◇北原電牧㈱（札幌市）
ITによる乳牛の自動飼養管理システム

１日の給餌作業
時間を１／１５に
短縮

◇北日本化学㈱（札幌市）
サケ魚卵外皮を活用した健康食品・化粧品の原料

未利用資源を高付加
価値な素材として活用

201
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◆平成１９年１２月末現在の販売達成状況

（３）道外企業等との広域連携の拡がり

当局が認定した３７件の新連携計画のうち、連携企業等

が道外の都府県に所在する広域連携は１８件。

短縮

◇㈱グリーンパートナー（豊頃町）
過熱水蒸気加工・殺菌による道産キット食材

道産野菜を高付
加価値食材として
活用

◇㈱ケイジーエンジニアリング（札幌市）
植栽コストのかからない簡易・高密度ハーブマット

ヒートアイランド
対策として、ビル
の屋上緑化促進
など

中小企業 大企業等

北海道 37 63 15 115

青　森 - 1 - 1

茨　城 - 1 - 1

埼　玉 - 2 - 2

東　京 - 6 5 11

神奈川 - 1 - 1

長　野 - - 1 1

静　岡 - - 1 1

愛　知 - 2 - 2

石　川 - 2 - 2

大　阪 - 2 1 3

福　岡 - 3 - 3

合計 37 83 23 143

連携企業等
コア企業 合計

◆都道府県別の連携企業数
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活力ある地域づくりの支援

７．サービス産業による地域活性化
～観光・集客サービス産業の振興

＜サービス産業室＞

１．本事業の目標
・「地域経営の視点に立った市場対話型の広域・多分野連携事業（しん価値創造）※」の推進による地域活性化を図る。

２．本事業の取組・成果
（１）観光産業における調査研究と振興プロジェクト

平成１８年度まで、観光産業における「連携」や「経済効果」に関する以下の調査研究を実施。

・「観光産業の経済効果に関する調査（通称：ニセコ・羊蹄経済波及調査）」

・「北海道観光産業におけるビジネス・アライアンス形成推進方策に関する調査研究」

・「市場対話型の「しん価値創造」による地域集客・交流産業形成可能性調査」）

これらの調査研究を通じ、地域における広域・多分野連携の重要性が浸透。

調査結果を踏まえ、以下のプロジェクトを支援。

人口減少と少子高齢化が急速に進み、市場が縮小していく中にあっても地域経済が発展するためには、

従来の発想とは異なる地域活性化のための取組が必要です。

このため、当局では、地域の観光・集客サービス分野における創意と工夫ある取組を支援しており、上士

幌町の企業が「スギ花粉リトリート（疎開）ツアー」を開始するなど、商品化・事業化に向けた取組が進んで

います。

①広域・総合観光プロジェクト

②しん価値創造プロジェクト その１

◆ 「有限責任中間法人ニセコ倶知安リゾート協議会」設立（平成１９年９月）

・ニセコ町と倶知安町の観光事業者（ニセコで事業展開する豪州資本の関係者も含む）や行政関係者が連携して、広

域観光エリアの観光振興を担う組織として設立。

・同協議会は、平成１９年度広域・総合観光集客サービス支援事業（当省補助事業）を活用して、ニセコブランドの発
信による観光・集客事業に取り組み中。

◆イムノ・リゾート（スギ花粉待避ツアーの実証事業）

・地域・医療・観光事業者等の協働による、スギ花粉のない地域での花粉

症・ アレルギー保養プロモーション事業。
・ＮＰＯ法人イムノ※サポートセンターが、上士幌ほか３町を中心とする東
大雪地域で、産学官連携による「食・健康と環境・医療」を融合させた新
たなツーリズム産業の創出を目指し、花粉症患者を対象にしたツアーの
実証事業を実施。

・ツアー実施に向けたニーズ調査について、平成１８年度サービス産業創
出支援事業（当省委託事業）を活用して支援。
※イムノとは、免疫学「immnolgy」からとった造語

スギ花粉待避ツアー

◆実証結果
・上士幌町の企業が「スギ花粉リトリート（疎開）ツアー」を商品化したほか、同社の事業計画「スギ花粉リト
リートツアーによる糠平温泉郷全国ブランド化による挑戦」が、中小企業地域資源活用促進の認定を受
けるに至った。
また、この調査や事業がメディアに数多く取り上げられたことにより、道内各地で様々な「健康ツアー」が
実施されるなど、新たなツーリズム創出の動きが広がりつつある。
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③しん価値創造プロジェクト その２

④しん価値創造プロジ クト その３

◆北海道ホワイト・エステ（サービスのブランド化の実証事業）

・ 当局では、エステティック分野のマーケティングや連携方策等に関する調査を踏まえ、サービスのブランド化と経済

波及のモデル的テーマの一つとして「北海道ホワイト・エステ」という考え方を提示。

・ 具体的なビジネスモデルに昇華させるため、多様な取組をされる方々のマッチング、情報交換、各種検討等を支援

することを目的に、平成１９年５月、「北海道ホワイト・エステ研究会」を設置。（会員数：５２機関、事務局：北海道経

済産業局 平成２０年２月現在）

◆研究会設置後の動き

・ 研究会設置後も趣旨に賛同する参加メンバーはさらに増え続け、各

機関の得意分野を活かした独自の活動がスタート。

（例）道産原料による化粧品の研究開発

ホテルにおける新エステメニューの商品化 等

・ また、研究会の活動がメディアに数多く取り上げられるなど、北海道

のエステに関する宣伝効果を創出。ブランドの確立に向けて研究会

メンバーによる実証事業の実施を検討中。

④しん価値創造プロジェクト その３

※「しん価値創造」とは：これまでと異なる価値の創造。「しん」には、「新」規、「賑」わい、「心」等様々な文字が入り、各分野、各地域の
取り組みにより該当する「しん」が異なる。

◆渚滑川スポーツ・フィッシング（地域の価値ある自然のブランド化可能性調査）

・全国初・最長の渚滑川でのスポーツ・フィッシング※のブランド化と、

地域資源を活用した観光等関連産業との協働で新たな集客を目指

す取組。

・当局が実施した「ブランド可能性調査」を踏まえ、渚滑川沿いの自治

体、商工会議所等が立ち上げた事業推進委員会の活動を、平成１９

年度地域資源活用企業化コーディネート活動支援事業（中小企業基

盤整備機構助成事業）を活用して支援。

※スポーツ・フィッシングとは、「キャッチ＆リリース」をはじめとする環境と資源保護を

理念にルール化された釣り

◆事業推進委員会の活動

・自治体を跨るキャッチ＆リリース区間の設定及びルール作り等を検

討しているほか、渚滑川のキャッチ＆リリースに係るモニターツアー

も企画し、観光商品化に向けた動きが進行中。また、この取組が地

域の課題である広域自治体連携の具体化にも貢献。
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活力ある地域づくりの支援

８ー１．商業・中心市街地活性化
～商店街・中心市街地ににぎわいのあるまちづくり

＜流通産業課商業振興室＞

１．本事業の目標
・市町村の中心市街地活性化基本計画策定によるコンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを推進。

・支援制度の積極的活用を促し、商店街・中小小売商業の活性化を図る。

２．本事業の取組と成果
（１）中心市街地活性化への支援

①中心市街地活性化への取組を後押しするための冊子を作成し、各自治体や商店街に

広く配布

◆「中心市街地活性化・街・生き活きナビ」：１，５００部発行（平成１９年３月）

・中心市街地活性化の取組や進め方をやさしく解説。

・先進的にまちづくりに取り組む道内の事例を、写真等で紹介。

・中心市街地活性化基本計画の作成のポイントを解説。

②中心市街地活性化基本計画策定に関する支援

「中心市街地の活性化に関する法律」の活用に意欲的に取り組む地域を積極的に支援しています。平

成１９年度には管内で３市の中心市街地活性化基本計画が認定され、５市が計画策定に取組んでいます。

また、中心市街地以外の商店街等の活性化を図り、少子化、高齢化、環境、安心・安全等に対応する事

業への支援を行っています。平成１８年度５事業、１９年度２事業を支援しました。

②中心市街地活性化基本計画策定に関する支援

◆地域に出向き、情報提供・アドバイスを実施

～１４市町村に対し、計４４回（平成１９年１月～１２月 ）

◆帯広市・砂川市の中心市街地活性化基本計画が総理大臣認定。（平成１９年８月２７日）

◆滝川市の中心市街地活性化基本計画が総理大臣認定。（平成２０年３月１２日）

◆帯広市の基本計画のポイント
中心商店街で、歩行者天国などの市民主体のイベントを

実施し、「人とのふれあいの場」を再
生し、十勝圏の核としての魅力を更
に向上させる。

（主な商業活性化事業）
広小路商店街アーケード再生等事業

（21・22年度予定）

◆◆砂川市の基本計画のポイント
地域医療の中心的役割を担う市立病院の建替えと併せた機

能拡充、菓子産業等の地域資源の有効活用等、安心と憩いを
提供するまちづくりを行う。

（主な商業活性化事業）
匠のものづくり学校
（商店主等の技術・知識ＰＲ）事業
（20～22年度予定）

◆滝川市の基本計画のポイント
図書館のまちなか移転や、市民団体と商店街の連携によるコミュニ

ティ再生の試み等により賑わいの回復を目指す。

（主な商業活性化事業）
商店街活性化拠点づくり事業
（くつろぎ拠点、チャレンジショ
ップ、コミュニティカフェ等）
（20～22年度予定）

◆これら３市のほか、北海道内の５市（富
良野市、小樽市、北見市、稚内市、岩見
沢市）で、中心市街地活性化協議会が設
立され、中心市街地活性化への取組みを
進行中。
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③「北海道中心市街地活性化フォーラム・ワークショップ」の開催

北海道のまちづくり実践の加速化を支援するため、フォーラム１回、ワークショップ

２回開催。

◆フォーラム（平成１９年１０月）

・各地で先進的なまちづくりの取組をされている方々を交えて、基調講演・パネ

ルディスカッションを実施。 （出席者：１８８名）

◆第１回ワークショップ（平成１９年１１月）

・中心市街地活性化に必要なタウンマネジメントについて、講演及び事例紹介。

（出席者：２１名）

◆第２回ワークショップ（平成２０年１月）

・中心市街地に多く見られる空き店舗を活用する際の具体的な手段や留意点

等について講演及び事例紹介。 （出席者：２１名）

・イベント出席者の声

「これからのまちづくりの切り口が再認識できた」、「現在迷っていることへの解

決策が見つけられるような気がした」、「さっそく準備、実行したい」等の意見が

あり、まちづくりへの積極的な取組気運が醸成できた。

（２）商店街等中小小売商業への支援

北海道中心市街地活性化フォーラム

中心市街地

周辺商店
街

空き店舗を活用した
保育施設

バリアフリー型カラー舗装
採光性等に優れたアーケード設置

＜参考＞商業活性化支援事業の例

（２）商店街等中小小売商業への支援

中心市街地以外の地域の商業活性化への取り組みを支援。

◆少子高齢化等対応中小商業活性化支援事業（補助金）

・１８年度：５事業 ： 補助金額合計 １１１，７６３千円

商業施設整備事業 ： （株）斜里工房しれとこ屋

ポイントカード事業 ： 沼田町商工会

空き店舗活用事業 ： ＮＰＯ法人たきかわホール、岩内町名店街協同組合、野幌商店街振興組合

・１９年度：２事業 ： 補助金額合計 ５，８４４千円（交付決定ベース）
空き店舗活用事業 ： 岩内町名店街協同組合

商店街ＡＥＤ整備事業 ： 北海道商店街振興組合連合会

（北海道内の６商店街にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を整備し、安心安全な商店

街としての魅力向上を図る。）

◆商業施設整備事業

・（株）斜里工房しれとこ屋

「道の駅しゃり」に隣接した地産地消の商業施設。
平成１９年４月オープンから１２月までの入館者は、１８１，４１７人。

◆空き店舗活用事業

・岩内町名店街協同組合

商店街の空き店舗を活用し、少子・高齢化に対応したコミュニティス
ペースを運営する事業。
平成１８年４月から平成１９年３月の来店客数は１７，７３１人。

北海道中心市街地活性化ワークショップ
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活力ある地域づくりの支援

８－２．商業・中心市街地活性化
～物流共同化・効率化による産業競争力の強化

＜流通産業課＞

１．本事業の目標
・物流共同化・効率化を支援し、コスト削減等を通じた企業の競争力強化、消費者利益の確保を図る。

・地球温暖化防止対策のため、荷主企業と物流事業者の協働・連携によるＣＯ２排出削減への取組を支援。

２．本事業の取組・成果
（１）関係機関との連携による施策の推進

◇北海道総合物流施策推進会議

地域の関係機関と連携・協働して、国として今後推進すべき物流施策の基本的方向性を定めた「総合物流施策大綱
（2005－2009）」に掲げられた施策を推進。（事務局：当局、北海道運輸局、北海道開発局）

・北海道総合物流施策推進会議幹事会（平成１９年７月、平成２０年２月）

・北海道総合物流施策推進会議（平成２０年３月）

◇北海道グリーン物流パートナーシップ推進協議会

地球温暖化の防止に向け、荷主企業と物流事業者の協働・連携によるＣＯ２排出削減の取組を推進。
（事務局：当局、北海道運輸局）

コスト削減等を通じた企業の競争力強化、中小企業等の物流共同化・効率化の取組を支援しています。

平成１９年度は、ＣＯ２排出削減プロジェクトへの支援策として、３件のグリーン物流パートナーシップ推進

事業を推進決定しました。

・第４回北海道グリーン物流パートナーシップ推進協議会の開催（平成１９年４月)

グリーン物流に関する情報提供、「グリーン物流パートナーシップ推進事業」の審査

（２）グリーン物流パートナーシップ推進事業の支援

荷主企業と物流事業者が協働して行う物流分野でのＣＯ２排出削減プロジェクトへの支援策として、 「グリーン物流パー

トナーシップ推進事業」 の採択を支援。

◆平成１９年度の推進決定事業（北海道管内）

・普及事業（設備導入補助金） ３件

◆施策活用事例
・北海道域内における文具・事務用品共同保管
（（株）北海道クラウン、コクヨ北海道販売（株））

事業者が各々持っていた物流拠点を集約・共
同化することにより輸配送を効率化し、ＣＯ２
排出を削減。

・東京～札幌拠点間JRモーダルシフト
（（株）オリエント・ロジ、札幌通運（株） ）

トラック輸送から一部を鉄道輸送に切り替えることにより、
ＣＯ２排出を削減。
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（３）中小企業等における物流効率化の取組への支援

意欲ある中小企業者等（含む、大企業）で構成される組合及び任意団体等が実施する物流機能の強化を図る事業に

対して支援。

◆平成１９年度物流効率化推進事業（補助金）

（４）物流効率化に関する講習会、セミナー事業の開催

物流効率化の取組を促進させるため、事業者向けの講習会、セミナーを開催。

◆物流ＡＢＣ準拠によるコスト算定・物流効率化講習会の開催（平成１９年１１月、参加者２９名）

・物流ＡＢＣマニュアルについての講義に加え、ＰＣを使用した物流効率化シミュレーションの実習を通じ、多

角的にマニュアルの使用方法を修得することを目的として講習会を開催。

・アンケートの結果、「マニュアルの活用を検討したい」

との評価が８割を占めており、今後さらなる活用促進 ◆アンケート結果

◆施策活用事例
・道北における飼料共同物流のための調査、基本計画策定事業（北海道飼料物流効率化推進協議会）
物流事業者と飼料メーカーとの連携による道北地区における飼料の共同物流による効率化に関する調査事業を
実施。

のための具体的な取組を支援。

◆物流効率化セミナー～“グリーン物流の推進”経営戦略としての物流の省エネルギー・ＣＯ２排出削減～の
開催（平成２０年２月、参加者９１名）

・中小企業の物流効率化を図り、競争力の強化、環境負荷の低減等の社会的課題への対応を目的に、物流

効率化の先進事例や流通・物流事業者の業務の効率化に資するノウハウについてセミナーを開催。

・アンケートでは「有用な知識が得られた」との回答が８割を超え、そのうち「実践・取組の可能性あり」との

回答が６割強を占め、物流効率化の取組実践の気運が醸成できた。

活用を検討したい

80%

既に活用している

10%活用することはない

3%

その他

7%

◆アンケ ト結果

◆アンケート結果

分からない
14%

実践・取組ま
では至らない
23%

実践・取組の
可能性あり
63%
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９－１．｢省エネ｣｢新エネ｣の普及･促進
～環境と経済の好循環による「優しい北海道」を目指して

＜エネルギー対策課・総合エネルギー広報室＞

１．本事業の目標
・「家庭の省エネ」に対する『３００万回』の気づき。

・建物設置者の「省エネ」に対する理解促進。

・講習会への参加１００事業所、同事業所のエネルギー使用量の「まずは」３％削減。

２．本事業の取組と成果
（１）家庭の省エネへの“気づき”の機会を提供
身の回りの小さな積み重ねが、地球温暖化対策（ＣＯ２削減）に繋がることを説明するため、以下取組を実施。

◆「北国の冬の省エネキャンペーン」の実施（平成１９年１１月～２０年１月）

・専用Webサイトを開設し、省エネに関するアイディアを募集。そのアイディアを
省エネ「コーチ」が、効果を高めるための助言し、サイトで公開。

・キャンペーンの取組結果

社会の安全・安心の確保

北海道では、家庭部門でのエネルギー消費が全体の１／３を占めるため、今後省エネをより一層進める

ためには、産業部門はもとより、民生部門（家庭）での対策が重要となっています。

このため、当局では省エネへの「気づき」から実行への後押しの支援のため、省エネへの広報活動として、

地下鉄大通駅でのアドピラー広告（２週間で延べ１７０万人※への広告効果を期待）及び企業等の省エネ

への普及促進事業（平成１９年度４回開催、１２３機関参加）を行いました。

※地下鉄大通駅の乗降客数、北海道新聞購読世帯数から試算

キャンペ ンの取組結果

２，２４５件の省エネアイディアが寄せられた。
また、同キャンペーンのＷｅｂサイトのアクセス件数は、２６，２４１件。

◆札幌地下鉄コンコースにてアドピラー広告を実施

・家庭でできる手軽で簡単な省エネの提案と、それによってどのくらいの金額が

節約できるかを5種類のアドピラーでＰＲ。
・新聞等のメディアにも多数掲載され、より幅広くＰＲできた。

◆トークイベント「Let‘s talk! Energy&Ecology」開催（平成１９年１１月）
若者が考えるエネルギーや地球環境問題に専門家がアドバイス。
また、意見交換やクイズを通して、省エネの具体的な実践方法を議論。

（２）”儲ける“省エネ技術講習＆省エネで競争力ＵＰ
企業の以下の課題解決を支援するために、右の講習会、制度説明会等を実施。

講習会には、定員を上回る参加を頂き、省エネ支援制度に関する問い合わせも数多く寄せられており、企業の省エネへ
の取組気運を醸成。

北国の冬の省エネキャンペーンWebサイト

• 中小規模のオフィスビル、病院、商
業施設等では、省エネの取り組みが
遅れている。

• 新たな設備投資を伴う場合は、費用
対効果が明確であることが必要。

• 省エネによる効率向上により、競争
力を高め、環境と経済の両立を図る
ことが必要。

◆病院、ホテル、オフィスビル、商業ビルの業種毎に、既設の建物に対し

て新たな設備投資を行わず、運用改善による省エネを図る手法を解説

する講習会を開催し、全４回で１２３の機関が参加。（平成１９年１１月）

◆ＮＥＤＯ等の省エネ支援制度の積極的活用を図るため、制度の紹介等
を実施。

◆市場性が高い省エネ関連の研究開発事業について、ＮＥＤＯ事業（省
エネ設備導入）の活用等により支援。

アドピラー（柱巻き）広告
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社会の安全・安心の確保

９－２．｢省エネ｣｢新エネ｣の普及･促進
～北海道のポテンシャルを活かし、新エネルギーを導入

＜エネルギー対策課・総合エネルギー広報室＞

１．本事業の目標
・今後２年間を目途に、北海道のポテンシャルを活かした、新たな新エネルギー

導入プロジェクトを２０件以上始動。

２．本事業の取組と成果
（１）新エネルギー導入プロジェクトの進展

・平成１９年度バイオマス等未利用エネルギー事業調査事業

（株）ヒット総研「BDF製造事業札幌モデル実現可能性調査」他３件

（２）新エネルギーへの理解促進

◆太陽光発電

・帯広市において個人住宅や業務用施設における太陽光発電設備の見学会を

実施 （平成１９年８月）

北海道における新エネルギー（バイオマス・太陽光・雪氷熱等）の導入実績は、平成１６年度末現在、１４

２．２万ｋｌ（原油換算）となっており、道内１次エネルギー総供給の５％を占めます。

当局では、新エネルギーを活用した発電事業の支援や普及・啓発等を行っており、今年度４件のＦＳ事業

が開始されました。また、稚内で国内最大規模の太陽光発電施設の実証がスタートするなど、具体的なプ

ロジェクトが進展しています。

 

稚内メガソーラープロジェクト

実施。（平成１９年８月）

・国内最大規模のメガソーラープロジェクト（ＮＥＤＯ事業）が進められる稚内市に

おいて、新エネルギーセミナー・メガソーラー見学会を開催。（平成１９年１１月）

・民間事業者や自治体の建築設計担当者等を対象とした業務用施設等に関する

太陽光発電セミナーを開催。（平成１９年１１月）

◆バイオディーゼル（ＢＤＦ）

・ＢＤＦに関する理解増進を図り、新たなＢＤＦ利用の仕組み作りへと繋げるため、

｢新エネルギー導入促進セミナー『キッチンからクルマへ』」を開催。
（平成２０年１月）

◆雪氷熱エネルギー

・雪氷の特長を活かし農産物や食料品などの高付加価値を創生する事例を紹介

する『雪氷×食品バイオセミナー』を開催。（平成２０年２月）

・農業分野の小規模雪氷熱利用システムモデル集を作成するための調査を実施。

上記、見学会やセミナーには定員を上回る参加があり、新エネルギーへの理解・
関心が深まったと思われる。

（３）新エネルギー導入支援策の活用

具体的な新エネルギー設備導入に対する支援（補助制度の紹介・新エネルギー導入を目指す計画づくりや

事業化可能性調査等）を実施。

◆平成１９年度の主な支援事業

・バイオマス熱利用 ： 社会福祉法人愛誠会（障がい者入所施設に、ペレット焚温水ボイラーを設置；１７５ｋＷ）

・風力発電 ： 寿都町（9,950ｋＷ（1,950ｋＷ×5基））、ＮＰＯ北海道グリーンファンド（1,650ｋＷ）
クリーンエナジーファクトリー(株)（ＣＥＦ昆布盛ウィンドファーム事業：2,500ｋＷ）

・天然ガスコジェネレーション ： 明治乳業(株)旭川工場（リーンバーン式ミラーサイクルガスエンジン：25ｋＷ）
・バイオマス熱利用 ： 津別単板協同組合、

日本製紙(株)旭川工場（木・紙屑を燃料としたボイラ・蒸気タービンを導入）

ＢＤＦ使用清掃車

雪氷熱利用のための雪の搬入

２１



社会の安全・安心の確保

１０ー１．資源･エネルギーの安定供給
～交付金や地域資源を活かした「地域興し」

＜電力事業課＞

１．本事業の目標
・電源地域振興プランに基づき、「泊村・共和町・岩内町・神恵内村」において地域資源を活かした特産品等の事業化を

図る。

２．本事業の取組
道内には、電源地域自治体が７７市町村

（道内自治体の42.8%）あり、札幌市を除く
７６市町村の製造品出荷額は道内の約46
％（平成16年度） を占めるなど、重要な地
域です。

◇道内の電源地域自治体

電力を安定的に供給するためには、地元の方々の理解と協力を得て、発電所の設置や運転を円滑に進

めることが大切です。

そのため当局では、「電源三法交付金」を交付し、住みよい町づくりのための施設整備・福祉事業を支援

しています。また地域活性化事業等を支援しており、その成果として岩内町で海洋深層水を農業分野へ活

用するプロジェクトが具体化するなど、地元の特産品活用事業が進行中です。

（１）電源三法交付金制度

発電用施設の周辺地域（電源地域）で住

みよい町づ くりの基盤を整備するため、ま

た、発電所の建設や運転の円滑化に対す

る地元の方々の理解促進のため、地元自

治体に交付金等を交付し、公共用施設整

備や福祉向上・地域活性化のための事業

を支援。

（２）電源地域振興支援プラン

・電源地域で産業振興に取り組む方々の

特産品等の事業化に向けた活動を各

種の支援制度を活用して支援していく

取組。

・平成１９年度から、「泊村・共和町・岩内

町・神恵内村」を重点的に対象事業を

絞り込み、地元関係者との綿密な打合

せ、マ－ケティング等の分野における

専門家の紹介などを通じ、商品開発か

ら販路開拓まで一貫した支援を実施。

商工会議所・
地元研究会等

事業化、地域ブランド
等の取組ニーズ

北海道経済産業局
（関係団体との連携）

成功事例の創出

新たな取り組み
への意欲

①有望案件の発掘・
ニーズ把握

電源地域活性化の好循環

②支援制度の活用
・研究会活動の支援
・相談・指導・派遣
・新商品開発
・市場開拓・販路拡大
・大学・公設試等との共同
研究・開発
・施設整備
・地域ブランド活用支援
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３．取組の成果
（１）電源三法交付金制度

◆平成１８年度は１２６件の事業に対して、

３１．８億円の交付金を交付。

◆公共用施設整備のほか、地域活性化や

企業導入・産業活性化事業等に活用。

◆交付金を活用した施設等

◆交付金実績の推移

◇共和町町民会館

◇岩内地場産業サポートセンター ◇神恵内村赤石集会場

◇泊村国民宿舎「もいわ荘」

（２）平成１９年度電源地域振興支援プラン
岩内町、神恵内村、共和町において、地元の特産品等を活用した「地域興し」プロジェクトが進行中。

◆岩内町

海洋深層水ブランド化事業

・海洋深層水から作られる「高ミネ
ラル水」を利用した農業分野向け
の高付加価値商品の利用方法
の開発・販路拡大に取り組む。

・現在、（財）電源地域振興センタ
－の「マ－ケティング事業」にお
いて、葉野菜の比較栽培試験・
食味試験を実施。

・また、農家向けのほか、ホ－ムセ
ンタ－（園芸用）等への販売戦略
を検討。

即席カップ麺即席カップ麺即席カップ麺

◆神恵内村

カップ麺を利用した

地元ＰＲ事業

・地元の水産品を具材としたカップ
麺を製造・販売し、地元水産品の
市場拡大とともに、「神恵内村」
の知名度向上に取り組む。

・現在、メ－カ－や地元漁協等の
積極的な協力を得て、試作品を
作り、具材・味等製品内容につい
て具体的に検討。

◆共和町

スイカ糖の製造・販売事業

・地元の特産品である「スイカ」を
活用した「スイカ糖」の製造・販売
に取り組む。

・現在、原料調達の目途がつくとと
もに、関係者の役割分担が固ま
り、事業の本格的開始に向けた
事業体の構築が進行中。

２３



◇最大需要電力の推移

１０ー２．資源･エネルギーの安定供給
～暮らしを支える電力の安定供給

＜電力事業課＞

１．本事業の目標
・電力需給動向や供給力等を把握し、安定供給の確保を図る。

・中長期的な電源開発の推進、原子力に関する理解の増進。

２．本事業の取組と成果
（１）各種電力需給関係デ－タの取りまとめ・公表

◆電力需給実績・発受電実績（毎月）、自家用発電所運転報告（半期）、北海道電力需要実績（年度）を取りまとめ、公表。

（２）電気事業者や企業からの情報収集
◆電気事業者から需給の実績や見通しについて、適宜情報収集。

◆企業や自家発事業者等の需要動向を把握するため、企業ヒアリングを実施。

◆大型発電所が停止した場合は、事業者から復旧状況や需給対策の進捗状況等の情報収集を行い、供給力が十分確

保されていることを確認。

社会の安全・安心の確保

道内の電力需要は、今後オ－ル電化住宅の普及や産業活動の活発化により増加が見込まれ、中長期

的には発電所の立地による電力の安定的な供給の確保が必要です。

そのため当局では、電力の需給動向や供給力等の把握、発電所の立地推進の取組により、夏・冬の電

力需要ピーク時を含め年間の電力安定供給を確保しています。
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◇最大需要電力の推移

出典：北海道電力㈱「2007年度経営計画の概要」

（３）発電所立地の推進
◆電源開発への理解促進のため、現在、建設中である泊発電所３号機や京

極発電所の立地地域を定期的に訪問し、情勢把握や意見交換等を実施。

（４）原子力広報
◆原子力発電に対する住民の理解を深めるため、「とまりマラソン」と併催し

て「エネルギーチャレンジラリー」を開催。

◆エネルギ－や地球環境問題を通じて、放射性廃棄物処分等に対する住民
の理解を深めるため、以下の事業を実施。

◇子供たちがエネルギ－・地球環境問題の重要性を学ぶことが出来る体験
型の「移動科学館」を開催。

◇女性や若者を対象に核燃料サイクル、原子力発電の推進やエネルギ－、

地球環境問題等についての解説、情報を提供するラジオ番組 「ＥＡＲＴＨ
ＲＡＤＩＯ」を放送。（ＨＢＣラジオ、毎週日曜日８：００～８：３０）

おもしろ科学館2007 in ほろのべ
２４



社会の安全・安心の確保

１０ー３．資源･エネルギーの安定供給
～国民生活に密着する灯油、ガソリンなどの品質確保と安定供給

＜石油課＞

１．本事業の目標
・灯油・ガソリン等石油製品の成分分析、取扱事業者への立入検査・報告徴収により品質の確保を図る。

・石油製品の需給、供給計画等の動向を把握するとともに情報提供を行う。

２．本事業の取組と成果
（１）石油製品の品質確保

登録事業者に対する立入検査や報告徴収、石油

製品の成分分析を行うことにより、不適正な石油製

品の流通を防止。

◆平成１８年度総計：２，０５９件

内訳：登録処理件数：１，９９４件

立 検査件数 件

北海道の１世帯当たり石油製品年間消費量は、全国平均に比べ、灯油では約３倍、ガソリンでは１～２割

程度多く、石油製品への依存度が他の地域に比べて高くなっています。

このため、当局では灯油・ガソリン等の品質確保・安定供給を図るために様々な取組を行っており、その

成果として「２００７灯油節約のツボ」を作成したところ、道内外からの問い合わせが殺到し、全国ネットのマ

スコミにも大きく取り上げられるなど大変好評を博しました。
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ＷＴＩ：米国の価格指標

ブレント：欧州の価格指標

日経ドバイ：アジアの価格指標

ＯＰＥＣバスケット価格

最近の原油価格（期近先物等）の推移ドル／バレル

立入検査件数： ６５件

（平成１７年度：１，２５９件、１６年度：２，１４９件）

（２）石油製品の安定供給
石油製品の最新の需給動向や、石油販売事業者の事業活動状況について常時把握。

◆平成１８年度届出処理件数：１３５０件

（３）原油価格高騰対策
昨今の原油価格高騰を踏まえ、灯油、ガソリン等の最新価格情報を当局ＨＰに提供。

◆北海道地区石油製品需給状況（毎月更新） ◆北海道の灯油価格（毎月更新）

◆北海道の地域別灯油価格（毎週更新）

（４）石油製品に関する情報提供
◆北海道地方灯油懇談会等の開催５回(平成１９年１１月～２０年２月)

消費者や事業者等が一同に会する懇談会を北海道と共催し、石油情勢や北海道独

自の情報の提供・意見交換を実施

◆省エネの普及啓発のための冊子を発刊し広くＰＲ。

◇ガソリン節約のツボ：１５，０００部発行（平成１９年６月）

・エネルギー消費の少ない走り方と、その具体的な効果などを紹介。

・節約のヒントをわかりやすく例示。

◇２００７灯油節約のツボ：３０，０００部発行（平成１９年１１月）

・「暖房、給湯、融雪」の3つの項目別に、節約のポイントを整理。
・ポイント毎に節約した量・金額、CO2の削減量などが一目でわかるよう表示。

両冊子とも、マスコミに数多く取り上げられ、一般消費者からの問い合わせを

多数いただき、大変好評を博した。
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社会の安全・安心の確保

１０ー４．資源･エネルギーの安定供給
～鉱物資源の開発と安定供給 ＜鉱業課＞

１．本事業の目標
・国内において資源開発を行うための鉱業権の設定出願の受理・審査、鉱業権の登録、鉱業開発の支援等を行い鉱物

資源の円滑な供給を図る。

２．本事業の取組と成果
（１）鉱業出願の処理

◆鉱業出願の処理促進のため関係機関及び地元自治体等に対する鉱業法の普及啓発及び開発のための調整を実施。

平成１８年度：２，７００件（１７年度：３，６２６件、１６年度：３，６９０件）

◆海域における出願の処理及び、他国との国境海域付近の出願に係る調整。

（２）鉱業権の登録
◆試掘権（鉱物を探査する権利）及び採掘権（鉱物を採取する権利）の円滑な登録業務の実施。

平成１８年度：６９件（１７年度：４０件、１６年度：５１件）

（３）施業案の認可と鉱業監督
鉱物資 合 的な開発 危害 鉱害 防 を るため 施業案 事業計 審査をする も 跡地復 等適

様々な産業活動や国民生活にかかす事が出来ない鉱物資源である石炭、天然ガス、石灰石などの安定

供給は、資源に乏しい我が国にとって重要な課題となっています。

鉱業法は、鉱物資源の合理的開発を行うために定められており、当局では北海道管内における鉱業権

の付与や、健全に鉱業が実施されるよう指導・監督を行っています。

◆鉱物資源の合理的な開発や危害・鉱害の防止を図るための施業案（事業計画）の審査をするとともに、跡地復元等適切

な鉱業を行っているか鉱業監督を実施。 平成１８年度：４８件（１７年度：４２件、１６年度：３８件）

（４）採石業・砂利採取業の指導と把握
◆採石法及び砂利採取法の普及啓発と災害防止技術向上を図るため現地指導等の実施。

平成１８年度：４件（１７年度：４件、１６年度：４件）

（５）鉱物資源の開発・研究、海外への炭鉱技術研修等に対する支援及び情報収集
◆鉱業開発に係る補助金制度の有効活用と資源利用開発技術に関する情報収集の実施。

◆日本周辺海域の深い海底下に賦存するメタンハイドレート（天然ガス）の開発に向けた調査研究支援及び中国・インドネ

シア・ベトナム等海外産炭国からの技術研修生受入への支援。

＜参考：北海道の鉱山一覧＞

◎非金属鉱山（２鉱山）
１：ノザワ富良野鉱山
２：平成上ノ国鉱山

＃石油可燃性天然ガス（５鉱山）
１：豊富鉱山
２：歌越別鉱山
３：赤川鉱山
４：苫小牧東鉱山
５：長万部鉱山

○石灰石鉱山（１６鉱山）
１：中頓別鉱山
２：豊泉鉱山
３：大喜鉱山
４：歌登安田鉱山
５：北見石灰鉱山
６：訓子府鉱山
７：阿寒シェル鉱山
８：北海道シェル鉱山

☆炭鉱（１０炭鉱）
１：新沼田炭鉱
２：吉住炭鉱
３：砂子（達布）炭鉱
４：東芦別炭鉱
５：新旭炭鉱
６：空知新炭鉱
７：北菱美唄炭鉱
８：三美炭鉱
９：砂子炭鉱
10：釧路炭鉱

９：新士別鉱山
10：ムコロベツ鉱山
11：新富鉱山
12：鹿越鉱山
13：東鹿越鉱山
14：上磯鉱山
15：峩朗鉱山
16：恵山大理石鉱山

●金属鉱山（１鉱山）
１：豊羽鉱山

石炭採掘現場
（釧路市）

天然ガス掘削現場
（苫小牧市）
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社会の安全・安心の確保

１０ー５．資源･エネルギーの安定供給
～ガスの安定供給

＜ガス事業課＞

１．本事業の目標
・ガス需給動向や供給力等を把握し、ガス事業の運営を調整することにより安定供給の確保を図る。

・環境特性に優れ、供給安定性の高い天然ガスを主体とした高カロリーガスへの集約化を推進。

２．本事業の取組と成果
ガスを導管により、一定条件のもとに供給を行う場合、
ガス事業法の適用によりガス事業者となります。
北海道には、一定の区域を設定し区域の中を供給する
都市ガス事業が１０社１５地域、ＬＰガスを導管により７０
戸以上に供給する簡易ガス事業が６０社３８３団地ありま
す。（平成１９年末現在）

（ ）各種審査等 取組

◇北海道の都市ガス事業者

ガスを供給する事業は、安定した供給や使用者の利益を保護するため、ガス料金や設備の技術基準な

どが法令により規制されています。

当局では、ガス事業者からの料金改定等、各種許認可申請や届出の審査を通じ、ガスの安定供給の確

保を行っています。また、平成２１年完了予定の都市ガスから天然ガスへの転換へ向けて指導・支援を

行っており、平成１９年３月現在、道内７社１２地区中、４社８地区の転換を完了しています。

天然ガス受入基地（北海道ガス（株）北広島供給所）
提供：北海道ガス（株）

（１）各種審査等の取組
ガス料金やガス設備の変更、新たな事業開始などの

許認可申請等について、法令に照らし審査を実施。

◆平成１８年度総計：２７１件

（１７年度：１７９件、１６年度：１２０件）

内訳：許認可申請等審査：２４５件

ガス事業者に対する監査：１６件、

立入検査：１０件

◆各事業者の料金改定状況や地域間での料金水準比

較などについて当局ＨＰに掲載し、広く情報の公開を

実施。

（２）ガス事業者の天然ガス転換に対する取組
北海道の都市ガス事業者は、現在、供給しているガス

を順次天然ガスへ転換しているところであり、平成２１年

には、ほとんどの私営事業者が転換を完了する予定。

当局では、スムーズな転換が実施されるように各事業
者の費用の平準化などについて指導等を行うなど、環境
負荷が少ない天然ガスの普及促進の取組を推進。

◆これまでに、都市ガス事業者５社に対し、天然ガス転

換にかかる費用の減税措置のため、租税特別措置法

に基づく認定を実施。

◆天然ガス転換に係る料金改定申請等について、７社

８件の審査を実施。

ＨＰでのガス料金の情報提供
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社会の安全・安心の確保

１１ー１．循環型経済･社会のさらなる推進
～「３Ｒ」の推進 ・循環型社会の形成に向けて

＜環境対策課＞

１．本事業の目標
・容器包装排出抑制に向けた取り組みを強化するため、それぞれの機関の連携体制の整備を図る。

・リデュース意識の醸成と、リサイクル率の向上を図る。

２．本事業の取組と成果
（１）普及啓発事業への取組

①３Ｒへの理解と積極的な取り組みを促すことを目的としたセミナーを開催。

◆環境・リサイクルセミナーの開催（平成１９年１０月）

環境・資源問題の制約を抱える我が国が今後も持続・発展する経済社会システムを構築していくには、リ

デュース（発生抑制）・リユース（再利用）・リサイクル（再資源化）の「３Ｒ」を推進し、「循環型経済社会シス

テム」を作り上げていくことが重要です。

当局では、浜中町のレジ袋有料化の開始など、全道各地の容器包装排出抑制の取り組みをさらに推進

するために、 消費者団体、小売事業者、地方自治体等をメンバーとする「北海道容器包装排出抑制推進

会議」を設置しました。また、リサイクル関連法令の適正な運用を図るため、家電・自動車リサイクル事業

者への立入検査等（５０件）を行っています。

◆環境 リサイクルセミナ の開催（平成 年 月）

（道内関係行政機関における普及啓発事業の共催化）

・「ごみのリデュース意識の向上を促すために関係者が果たすべき役割と関係

者間の連携」をテーマとし、３つの基調講演とパネルディスカッションを実施。
（参加者：１９０名）

・パネルディスカッションにおいては、「事業者・市民・行政間の『情報共有』が

重要」との認識を、パネラーと参加者間で共有することができた。

②環境にやさしい買い物キャンペーンを実施。

◆マイバックキャンペーンの実施（平成１９年１０月）

マイバック持参等、環境にやさしい買い物行動への理解を深めてもらうことを
目的に、２千枚のマイバックキャンペーンポスターを作成。道内各地域のスー
パー、コンビニ等に掲示し、買い物客にアピール。

③次世代を担う小・中学生を対象にした「リサイクル授業」を実施。

◆リサイクル授業の実施

・「資源・リサイクル」をテーマとしたリサイクル授業を、札幌市内の小中学校で

実施。
実施学校：札苗小学校（８８名）・ 苗穂小学校（８７名） 八軒小学校（９４名）

新川小学校（１３３名）・新川西中学校（１６５名）

・子供たちは普段の生活から出るごみでリサイクルできるものは、貴重な資源

から作られていることを学習し、いろいろなリサイクル製品やその原料につい
て実際に目で見て、手にとることによってリサイクルの意識が一層高まった。

④３Ｒの現状や関連法令等を掲載した冊子を作成。企業・団体・個人に広く配布
し、３Ｒの普及啓発を実施。

◆「リサイクル・ビュー」：１，０００部発行（平成１９年５月）

・各リサイクル法の解説
・グリーン（環境）ビジネスの振興支援施策の紹介 等

環境・リサイクルセミナー

マイバックキャンペーンポスター

リサイクル授業

リサイクル・ビュー
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（２）容器包装リサイクルへの取組

容器包装廃棄物の排出抑制を図るとともに、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者がリサイクルをするとの役

割分担を明確化する等を内容とした、「容器包装リサイクル法」が施行されている。

当局では環境省北海道地方環境事務所等と連携し、消費者団体、小売事業者、地方自治体等をメンバーとする「北海道

容器包装排出抑制推進会議」を設置し、排出抑制の促進に取組中。

◆容器包装リサイクルに係る調査の実施（平成１９年１０月）

容器包装排出抑制に係る現状の取り組み状況やレジ袋有料化導入に際しての課題把握等を目的にアンケート（北海道

地方環境事務所との共同実施）及び、ヒアリングを実施。

◇調査結果（道内の主要な指定容器包装利用事業者38社（除：本州大手系)を対象に実施）
９割の事業所が容器包装使用削減に取り組んでいる一方、レジ袋の有料化については消費者の反応や同

業他社の動向を課題としてあげるなど慎重な姿勢が見られた。

未実施, 1 検討中, 1

実施中, 17

消費者の理解が

得られない, 8

同業他社との競合,

7

業態上, 3

行政及び地域住

民の理解と協力, 1

他社との連携, 1

マイバックに収納し

きれない商品への

未対応,

新たな設備投資・

人員増, 1

事前告知の徹底,

1

容器包装使用削減実施中の事
業所の主な取組

・スタンプ、ポイント制での還元、
景品等提供
・マイバック（マイバスケット）の
販売
・ポスターの貼付、のぼりの店
頭設置
・簡易包装の推進
・容器包装の薄肉・軽量化
・店頭回収の推進 等

◇レジ袋を有料化するに際しての課題◇容器包装使用削減に係る取組状況

（３）家電リサイクルへの取組

「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機」の家電４品目について、メーカー等によるリサイクルの義務等を内容

とした「家電リサイクル法」が施行されている。

当局では、関連事業者への立入検査、立入調査を実施し、同法の適正な運用に取組中。

◆家電リサイクル法に係る立入検査等の実施

・廃家電が適正にメーカー等に引き渡されていること等を確認する

ため、立入検査を実施。

平成１９年度：２５件 （平成１８年度：１８件、平成１７年度：２３件）

・再商品化等基準達成状況など、法の適正な運用が図られている

ことを確認するため、立入調査を実施。

平成１９年度：８件 （平成１８年度：７件、平成１７年度：７件）

・これら立入検査等で問題があった事業者に対し、業務改善を指示。

（４）自動車リサイクルへの取組

使用済み自動車について、メーカー等によるリサイクルの義務等を

内容とした「自動車リサイクル法」が施行されている。

当局では、関連事業者への立入検査を実施し、同法の適正な運用

に取組中。

◆自動車リサイクルに係る立入検査の実施

・自動車破砕残さの引取量、再資源化率等、法の適正な運用が図ら

れていることを確認するため、立入検査を実施。

平成１９年度：１７件 （平成１８年度：２５件、平成１７年度：１件）

・これら立入検査等で問題があった事業者に対し、業務改善を指示。

洗濯機の分解工程

自動車リサイクル
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１１ー２．循環型経済･社会のさらなる推進
～環境にやさしいビジネスの進展を目指して

＜環境産業振興室＞

１．本事業の目標
・新たな利用価値を創造し、産業活動の中で発生する副産物・廃棄物の利活用の拡大と高度化を図る。
・環境に配慮した企業活動、経営等の理解を促進し、自主的な取り組みを実践する企業の出現拡大を促す。

２．本事業の取組と成果
未利用副産物等の利活用拡大と、既利用副産物等の高度（高付加価値）利活用に向けて、「気付き」、「行動」、「事業化」
の各ステップに分けて取組を行っています。

社会の安全・安心の確保

環境への対応は、広範な地域に長期的に影響を及ぼすことから、特定の地域の一時的な問題に留まら

ない重要な課題です。当局では、平成１９年６月に「北海道地域の循環型経済・社会のさらなる推進に向け

たアクションプラン」を策定し、廃棄物・副産物の利活用の促進等に向けた取組を支援しています。その成

果として、平成２０年２月に開催した副産物等の利活用促進に向けたマッチング会では、供給側１１社と受

入れ側９社が参加し２５件の商談が行われる等、北海道においても環境事業・ビジネスの事業化に向けた

動きが進展しています。

START GOAL!!気付き（萌芽期） 行動（成長期） 事業化（結実期）

◇取組イメージ

（１）副産物等やその利活用方法に関する情報の収集と提供（気付きの支援）

未利用副産物等の情報や、道内外の利活用事例・高度利活用技術情報等、環境ビジネスを促進する情報の収集・提供

を実施。

◆「北海道環境企業データBOOK ２００８」の発行：１，５００部（平成２０年２月）
道内で環境ビジネスを展開している企業及び事業概要の一覧と環境ビジネスの

事例紹介を掲載。本年度は、５４８社を収録。

◆「第１次産業由来副産物・廃棄物利活用GUIDE」の発行：１，０００部
（平成２０年３月予定）
第１次産業から排出される副産物等とその利活用技術情報を掲載。

◆道央地域における供給可能な製造副産物等の情報提供（当局ＨＰで公開）

同地域の主要事業所から発生している副産物等の情報を提供。

（２）副産物等の利活用技術や、高度利用に関する技術開発の支援（行動の支援）

未利用副産物等の利活用、既利用副産物の高度利活用等を目指した新規性、事業性、社会貢献性が高い研究テーマ

等の支援を実施。

◆平成１９年度環境関連の技術開発事業の採択件数：１０件（平成１８年度：９件）

活用事例 ・水産未利用資源を藻場再生肥料として有効活用するための研究開発

・廃乾電池処理生成物を活用したリサイクルアルミニウムからのマグネシウム除去材の開発

・畜産糞尿のプラスチック原料化及びアンモニア回収システム構築に向けた研究

・副産物情報提供
・技術情報提供

・窓口の構築･強化
・研究開発の推進

・事業化の推進
・販路の拡大

北海道環境企業
データＢＯＯＫ ２００８
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（３）副産物等を利活用したビジネス等、環境事業・ビジネスの推進に向けた支援（事業化の支援）

先導的な環境ビジネス分野のコミュニティ・ビジネスや環境面で優れた効用を発揮するグリーン・サービサイジング※を

支援。また、企業等が取り組むモデル的な環境事業、ビジネスの事業化に向けた取組を支援。
※製品自体ではなく、製品の機能等を、サービスとして提供するという考え方を「サービサイジング」と言い、

このうち、環境面で優れた効果を発揮するものを「グリーン・サービサイジング」と呼びます。

①平成１９年度事業化支援事業

◆環境コミュニティ・ビジネス事業 採択件数：１件（平成１８年度：１件）
地域のNPO法人や中小企業等が主体的に連携し、地域の環境問題を経営的視点に基づいて解決しようとする取組の
事業化を支援。

◆グリーン・サービサイジング事業 採択件数：１件
環境負荷低減効果の高い“サービス提供型のビジネス”の事業化を支援。

②環境事業・ビジネスの事業化可能性の検討

◆製鉄業と石油精製業の副産物（水素）活用ビジネスの可能性調査（平成１９年度）

製鉄所で燃料として利用されていた製鉄副生ガスから水素を分離し、より利用価値が高い製油所の脱硫工程で利用す

ることの事業化可能性調査を実施。

◆大型二次電池の廃棄処理リサイクルビジネスの可能性調査（平成１９年度）

廃棄処理が難しい大型の二次電池から有用資源を回収するリサイクルビジネスの事業化可能性調査を実施。

エゾ鹿皮のバッグ モビリティ・シェアリング

グリーン・サービサイジング
事業活用事例

シニア等をターゲットとした福祉

自動車のほか、セニアカーや

電動機付自転車等の移動手段

も共有化するモビリティ・シェア

リングビジネスの事業化。

環境コミュニティ・ビジネス
事業活用事例

農林業に被害を与えている

エゾシカについて、駆除された

ものを活用した、鹿革デザイン

によるバック等の製作・販売

ビジネスの事業化とブランド

の確立。

③環境事業・ビジネスの事業化の促進

◆副産物等の利活用促進に向けた講演会及びマッチング会の開催

（平成２０年２月）

道外で先進的な取組を行っている企業の基調講演のほか、副産物等の供給

側１１社と受入れ側９社が参加したマッチング会を開催。２５件の商談を実施。

（４）環境配慮型企業経営等の取組の普及

近年、企業のコンプライアンスや社会的責任（ＣＳＲ）が一層求められ、環境に配慮した経営の重要性が高まっていること

から、環境配慮型企業経営等を促進するため以下の事業を実施。

①環境経営等の導入実態の把握と普及啓発の実施

◆資源リサイクルフォーラムの開催（平成１９年１０月）

北海道や道内経済団体と共に、製造副産物や廃棄物等の有効活用技術の

紹介や環境経営に関する情報の提供等を実施。

②環境経営や環境会計手法等の研修の実施

◆環境経営管理研修の開催（平成１９年１０月）

中小企業大学校旭川校とタイアップし、環境経営の有効性の理解や実践手

法等の習得を目的とした「環境経営管理実務講座」を開催。

これらのフォーラム・研修会の参加者からは、「日頃関心はあるが、なかなか勉強する機会がなく役立つ。」といった声が

多く、環境経営導入促進の気運を醸成できた。

③環境経営管理導入等の実態の把握

◆環境経営管理の実態調査の実施（平成１９年１１月）

環境経営管理の導入等について実態等を把握するため、北海道内の事業所を対象とした調査を実施。

本調査結果に基づき、環境経営等の今後の普及啓発の方向性を検討中。

環境経営管理研修

副産物等利活用連携・マッチング会
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１２ー１．消費者利益の推進・製品の安全・安心の確保
～消費者が安心して豊かな消費生活をおくるための環境づくり

＜消費経済課＞

１．本事業の目標
・消費者が、自己責任に基づいて安心して豊かな消費生活がおくれるような環境づくりを目指す。

２．本事業の取組と成果
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売等消費者トラブルが生じやすい商法を対象に、事業者が守るべきルールと

クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。

割賦販売法とは、一般に月賦・クレジットと言われる消費者信用販売について、消費者保護を目的として制定された法律

です。

当局では消費者が安心して消費生活が送れるように、厳正な対応を行っています。

（１）特定商取引法に基づく取組
法違反が疑われる悪質事業者に対して立入検査を行い、業務停止命令等の行政処分を実施。

消費者取引をめぐるさまざまな形のトラブルが増加し、違反行為が悪質化する中、消費者が安心して消

費生活を送れるように、苦情・相談への対応を行うとともに、悪質な事業者への行政処分を含めた厳正な

対応を行っています。（平成１９年は５社に業務停止命令）

また、消費者トラブルの未然防止のため、若年者向け消費者教室の実施、高齢者向けパンフレットを作

成し配布しました。

社会の安全・安心の確保

また、自治体と連携し、悪質業者等の情報を共有。

◆特定商取引法に基づく立入検査の結果

平成１９年度、悪質な電話勧誘業者等５社に対し、６ヶ月～１年の業務停止命令。
（平成１８年度：１社・平成１７年度：５社）

（２）割賦販売法に基づく取組
法に基づく登録が必要な総合割賦事業者、互助会・友の会等に対し、適正

な事業が行われているか、定期的に立入検査を行い、監視を実施。

また、平成１８年度に事業廃止となった、前払い式割賦販売業者の会員
１２，０００名のうち、申し出のあった ６，０３４名に対し、法にもとづき供託金
を返還。

◆割賦販売法に基づく立ち入り検査の結果

平成１９年度立入検査数：９事業者（平成１８年度：３件、平成１７年度７件）
検査の結果、改善が必要と認められる事項について指導を実施。

（３）消費者への啓発活動
消費生活環境の多様化を背景として増加している消費者トラブルの相談に

対応するとともに、トラブルを未然に防止するための活動にも積極的に実施。

◆相談対応件数・啓発事業の実績

・平成１９年度（２月末現在）消費者相談員による相談対応件数：１，９２６件

（平成１８年度：２，４７２件、平成１７年度２，２４２件）

・若者向け消費者教室実施：８校 ４６５名（平成１９年度）

・高齢者向けパンフレット「消費者トラブル回避のツボ」を１５,０００部作成。
（平成１９年１０月）
消費生活センターが実施している高齢者向け講座等で利用され、好評を
得ている。

若者向け消費者教室

消費者トラブル回避のツボ
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社会の安全・安心の確保

１２－２．消費者利益の推進・製品の安全・安心の確保
～消費者が安全に暮らすための製品安全の確保

＜消費経済課＞

１．本事業の目標
・消費者に身近な製品の安全について安全性を確保し、消費者が安心して生活がおくれるような環境づくりを目指す。

２．本事業の取組と成果
消費者の安全・安心な生活を守るために、安全性の確保が求められる製品を製品安全４法で指定しています。

◇製品安全４法：消費生活用製品安全法 ・電気用品安全法 ・ガス事業法（ガス器具）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（ＬＰガス器具）

これらの法律で、危害発生を防ぐための技術基準を定め、その基準に適合していることを検査し、法で定める表示を行っ

た製品のみを販売することができるとしています。

家庭用品品質表示法とは、消費者が日常使用する家庭用品の品質に関し、表示すべき事項や表示方法をわかりやすく

することにより消費者を保護することを目的としています。

消費者が使用する製品の事故が多発する中、安全に暮らせる安心な社会づくりのために事業者に対し

て製品事故等の報告を義務づけた法律の周知を図るとともに、消費者が製品事故から身を守るために

種々の製品安全に関する広報活動（ほぼ毎月１９２の関係機関に事故情報提供等）を行っています。

（１）消費生活用製品安全法等の周知

多発する製品事故を受けて改正された消費生活用製品安全法がスムーズに施

行されるよう事業者への周知活動を実施。

◆事業者向け説明会を札幌、旭川、帯広で開催（平成１９年３月）

（２）電気用品安全法にもとづく取組

電気用品安全法改正経過措置終了に伴う混乱に対応、制度を周知。

◆中古製品販売業者を対象とした電気用品安全法講習会・意見交換会を、

札幌２回、帯広１回実施。（平成１９年７月～９月）

◆絶縁耐力検査機器の貸出を実施。

（３）製品事故への対応

消費生活用製品安全法の改正に伴い、重大製品事故報告が義務化され、公表

された事故情報がより早く消費者へ周知されるよう、自治体、消費者センター等と

の連携を深め、周知ルールの整備を行い、消費者へ必要な情報をいち早く提供。

（４）製品安全の広報

消費者が製品事故から自らの身を守るためには、消費者に、十分な情報を周知

することが不可欠なことから、製品の安全な使用法やリコール製品について情報

提供・注意喚起を実施。

◆自治体等に対する製品安全情報の周知活動等の協力要請

◆合同庁舎屋外広告塔による「製品安全点検日」の広報

◆ホームページによる製品安全に関する広報

◆独自リーフレットの作成・配布

合同庁舎屋外広告塔

製品安全リーフレット
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横断的産業振興プログラムの展開

１３．産学官連携の取組
～産学官連携による技術課題の解決や新事業の展開を支援

＜新規事業課＞

１．本事業の目標
・産学官・金融連携により、道内中小・ベンチャー企業の経営資源の補完を図るとともに、革新的な新ビジネスの創造をサ

ポート。地域イノベーション創出を促進する。

２．本事業の取組
（１）金融機関を窓口として企業の相談ニーズに対応

・様々な企業と日常的に接している金融機関が企業

の相談窓口となって、当局へ技術課題を抱える企
業の支援を依頼する仕組みを構築。

・個々の企業の実情に応じて、当局等が適切な支援

機関を紹介（平成 年 月 ）

「産学官連携」とは、大学や公設試験研究機関などが持つ研究成果や知識を企業が活用し、経営の改

善に活かしたり、製品化・実用化に結びつけたりする仕組みのことです。

当局では、この「産学官連携」ビジネスに、資金面で支える「金融」を加えた「産学官・金融連携」を推進。

十勝地域では、当局が中心となり、地域の「産学官金の有識者」で構成する目利き委員会を設立。地域の

ベンチャー企業の新ビジネスへのアドバイス等を行っており、十勝の大豆をふんだんに使った豆腐の薫製

「とうふくん」（（有）中田食品）の販路拡大につなげるなど、具体的な成果が出てきています。

◇スキーム

金融機関支店
【相談ニーズ収集】

企 業
【技術課題等の相談ニーズ】

道内の大学・
公設試験研究機関等
【相談ニーズの解決】

０道内４０金融機関で対応

○相談対応

・アドバイス
・試験・検査の実施等

→ 技術課題の解決

Ｒ＆Ｂパーク

○製品開発・技術改良

等の課題を金融機

関がお聞きします。

２２

４４

１１

金融機関本店
【相談ニーズの取りまとめ】

◇ビジネスインキュベーション施設完成予想図
・設置者：中小企業基盤整備機構

・完成予定：平成２０年１１月頃

機関を紹介（平成１７年１０月～）。

（２）「十勝事業化評価委員会」の創設
・十勝地域の産学官・金融の連携によりベンチャー企

業の成長を支援するため、当局が中心となって、地

元の産学官金の有識者等に呼びかけて「十勝事業

化支援評価委員会」を創設（平成１８年８月）。

・同委員会では、十勝地域の企業におけるビジネスプ

ランに対して、「新規性」や「成長性」などの観点から
評価・アドバイスを実施。

（３）北海道大学構内へのビジネスインキュ

ベーション（ＢＩ）※設置支援

・北海道大学をはじめ、地域の大学や企業が持つ技

術力の融合で新事業の創出・育成を図るため、経
済産業省の予算措置により、北海道大学内へのＢＩ
施設の建設費を補助。

・当局では、ＢＩ設置計画の策定を支援するとともに、

ＢＩ施設の持つソフト支援機能の強化に向けたフォ
ーラムを開催。

※ビジネスインキュベーション（ＢＩ／起業家育成）とは専門家が経

営や技術面のサポートを行うとともに、オフィススペースや研究

施設等の賃貸を行う施設。

○企業課題を適切
な機関へ仲介

札幌大通サテライト
【相談対応先の仲介支援】

連携 ○企業の課題対応先
の紹介を依頼

北海道経済産業局
３３ 【相談ニーズの対応先の仲介】】

◇スキーム

十勝圏の中小・ベンチャー企業等

【事業化のための資金ニーズ】

十勝圏の金融機関等支援機関

支援
依頼

十勝事業化支援評価委員会（目利き委員会）

◇事務局：帯広畜産大学地域共同研究センター

※企業から委員会事務局に直接申込みも可

支援

連携
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３．取組の成果
（１）企業からの相談ニーズへの対応状況

◆６０件の相談に対応（平成２０年２月末）。

◆金融機関を通じた相談をきっかけに、自社だけで

は克服の困難だった「技術課題の解決」を「４件」

達成したほか、課題解決に向けて相談継続中の

案件多数。

◆企業や金融機関から「支援機関を知りネットワー

クを作れた」、「また相談したい」といった声も多数。

（２）十勝地域の「産学官金」が新事業創出を支援

◆４件のビジネスプランに評価・アドバイスを実施。

企業からは「技術的課題の解決策が見つかり、

製品化にメドがついた」「道内・道外への販路を

開拓できた」など、委員会を高く評価する声があ

った。

◆こうした成果もあり、当局が中心となって創設し

た委員会を平成１９年度は自立化し、十勝の有

識者が中心とな た新体制でスタ ト

◆委員会支援事例：（有）中田食品（帯広市）

・豆腐の燻煙「とうふくん」
を開発。

・委員会のアドバイスを受
け、札幌圏へ販路を拡大
するとともに、今後は商品
改良を更に行い、首都圏

◆技術課題解決事例：
（株）タナカコンサルタント（苫小牧市）

相談
・高密度・高精度な3次元
データの計測・解析技術
を防災対策に活かしたい。

解決への道筋
・当局の仲介で室蘭工業大学
と共同研究を実施。
・これを契機に、異分野連携を
支援する「新連携支援制度」
に認定。
・危険箇所も計測可能な産業
用無人ヘリの開発に成功。

識者が中心となった新体制でスタート。

５件のビジネスプランに関してアドバイス・評価

を実施。

（３）ビジネスインキュベーションの有効活用を議論

◆当局などの産学官連携により、北海道大学構内

にＢＩ施設建設が決定。

◆こうした流れを受けて、当局では関係機関ととも

に、起業家やインキュベータにより、ベンチャーの

成長戦略やＢＩの機能強化策などを議論し、ＢＩの

有効活用策を関係者に伝える「北海道インキュ

ベーションフォーラム」を開催（平成１９年１０月）。

◆フォーラムには１８０名が参加。

「経営者と支援者をつなぐことがインキュベーシ

ョンの役割」など、経営者をサポートする仕組み

の重要性などに対して、「ＢＩ施設をうまく活用して

ビジネスを進めたい」との声多数。

◆本フォーラムの模様を中心に、ＢＩ施設のサポー

ト機能などの「質の向上」に向けた方策等を盛り

込むレポートを、平成２０年３月に発行。

改良を更 行 、首都圏
のコンビニ等にも販路を
拡げる予定。

北海道インキュベーションフォーラム
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横断的産業振興プログラムの展開

１４．技術開発の推進
～産学官技術交流ネットワークを活用し、企業の新製品開発を応援

＜産業技術課＞

１．本事業の目標
・新産業・新事業の創出による地域経済の活性化を図ることを目的に、研究開発プロジェクトの制度活用、施策普及を図

る。

・特に、北海道に優位性のある一次産品等の地域資源を活用した研究開発事業については、全国の約１０％の採択を

目指す。

・リサーチ＆ビジネスパーク札幌大通サテライトの利活用促進を図る。

２．本事業の取組
（１）研究開発プロジェクトへの助成

企業が行う新製品開発や大学・研究機関の研究成果を活用した産学官の共同研究に対する助成を行い、

新製品・新技術開発を支援しています。これまでに２６９プロジェクトを支援し、その中から、（株）スリービー

がタモギダケを活用した機能性食品の製品化に至るなど研究開発の成果を活用したプロジェクトも出てき

ています。

また、HiNT※での技術相談（これまでに約１，２００件）や研究機関、技術・産業支援機関とのネットワーク
を活用し、研究開発プロジェクトを地域資源活用型研究開発事業への採択（道産ワイン製造残渣を用いた

メタボリック症候群予防食品の開発）に繋げるなど成果を挙げています。

研究開発プロジェクトへの助成スキーム

※ＨｉＮＴ：リサーチ＆ビジネスパーク札幌大通サテライトの略称

（１）研究開発プロジェクトへの助成

企業や産学官研究グループの研究開発プロジェ

クトに対し助成。

＜平成１９年度制度別採択プロジェクト件数＞

・地域新生コンソーシアム研究開発事業 ４件

・地域資源活用型研究開発事業 １０件

・地域新規産業創造技術開発費補助事業 ４件

・中小企業・ベンチャー挑戦支援事業 ９件

（２）研究機関、技術・産業支援機関との連携・交流

公設試験場や産業技術総合研究所北海道センター

及び技術・産業支援機関との企業ニーズや技術情報

に関する情報交換。

技術に関するワンストップサービス（総合相談窓口）

を提供するＨｉＮＴにおいて、企業からの技術相談、

大学、公設試験場などへのコーディネート（仲介）を

実施。

「クラスタージャパン２００７」への出展支援や「北海道

技術・ビジネス交流会」の開催、道内６主要都市におけ

る「技術開発施策ＰＲキャラバン」の開催。

経
済
産
業
省

北海道
経済産業局

予算
交付

中小企業等
又は

産学官研究
グループ
【研究実施】

提案

助成

HiNTでの相談 テクノサポートカレンダー

北海道技術・ビジネス交流会
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３．取組の成果
（１）研究開発プロジェクトへの支援状況

◆これまでに、２６９件の研究開発プロジェクトを支援。道内企業の技術開発は着実に進展。

◆過去３年間の産学官研究グループによる共同研究開発３５プロジェクトのうち、道外の企業や研究機関とともに共同研

究している「広域連携型プロジェクト」は２０件（５７％）。

◆助成した研究開発プロジェクト

道内メン

バーのみで

構成する産

学官研究プ

ロジェクト

43%

道外メン

バーを含む

産学官研

究プロジェ

クト

57%
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◆提案公募型技術開発事業実施プロジェクト数

都府県名 参加機関

東京都 １７

茨城県 ３

神奈川県 ３

静岡県 ２

愛知県 ２

宮城県 １

群馬県 １

岐阜県 １

滋賀県 １

京都府 １

大阪府 １

香川県 １

福岡県 １

◆広域連携プロジェクト数

◇（ＮＰＯ）ホトニクスワールドコンソーシアム（千歳市）ほか
テーマ：
次世代情報通信システム向け
光デバイス開発
（地域新生コンソーシアム研究開発事業）

ブロードバンドの急速な進展に対応可能な
光ファイバーなど高度機能部材を開発中

◇（財）道央産業技術振興機構（苫小牧市）ほか
テーマ：
廃漁網リサイクルシステムの開発
（地域新生コンソーシアム研究開発事業）

廃漁網の効率的収集、洗浄を経てペレ
ット化し、リサイクル原料とするシステム
を開発中

（２）ＨｉＮＴの利用状況
◆平成１６年４月開設以来の利用件数・約５，４００件、

約１３，２００人。

◆企業からの技術相談を技術開発支援事業の採択

に繋げた事例。

（３）「クラスタージャパン２００７」への出展支援
◆平成１９年１１月に東京ビッグサイトで開催され

た「クラスタージャパン２００７」への出展を支援。

◆研究開発助成した「ハニカムフィルムの製造技

術開発」のプロジェクトが、日刊工業新聞社の
「第２回モノづくり連携大賞」を受賞。

◇富士通（株）北海道支社（札幌市）ほか
テーマ：
漁場予測情報サービスの提供
（地域新生コンソーシアム研究開発事業）

全国の漁業関係者に海面水温や植物
プランクトン濃度などの海洋情報を提供

◇（株）スリービー（南幌町）
テーマ：
タモギタケから効率的にセラミドを抽出
（中小企業・ベンチャー挑戦支援事業）

免疫効果、保湿効果を持つセラミドを食用
キノコから抽出し、機能性食品に利用

◆ＨｉＮＴ利用・相談件数（累計）
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◇北海道ワイン（株）（小樽市）、オンコレックス（株）（札幌市）ほか

技術相談・アドバイスを通じ、「地域
資源活用型研究開発事業」に採択。

研究テーマ：
「道産ワイン製造残渣を用いたメタ
ボリック症候群予防食品の開発」

※Ｈ１６ＣＹは４月からの数字
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横断的産業振興プログラムの展開

１５．知的財産の活用促進
～特許や商標（トレードマークなど）の権利化・利用をサポート

＜産業技術課特許室＞

※「北海道知的財産戦略本部」：知的財産に関する効果的な施策を実践するため、平成１７年７月に設置。国・地方自治体、大学等研究機関、技術・
産業支援機関、経済・事業者団体、法務・司法関係団体２５機関で構成。

１．本事業の目標
・知的財産の活用促進に向け、知的財産戦略策定企業の増加、地域団体商標の新規出願件数１０件、企業支援機関等

における相談人材の増加・スキルアップなどを図ります。

２．本事業の取組
「北海道知的財産戦略本部」※の活動の一環として、企業や団体向けの各種事業

や若年人材に対する知的財産教育への支援、普及啓発を実施。

（１）知的財産の戦略的な活用支援

企業等における知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、道内２５の関係機関の連携により、

「北海道知的財産戦略本部」※を設置し、シンポジウム・セミナーの開催などの普及啓発や各種相談に対

応するワンストップサービス（総合相談窓口）を提供しています。これまでに、約１４，０００件の相談に対応、

地域団体商標出願３６件（全国４位）などの成果が見られます。

また、小・中学生や高校生などに対し、創意工夫する意識や知的財産に対する意識を育むため、知的財

産教育への支援活動や「発明・特許」のイベントを行っています。

・企業４社に、弁理士等の専門家チームを派遣し、知財戦略の策定を支援。

・知的財産を積極的に活用している企業経営者との「知的財産懇談会」を、

道内３地域で開催（平成２０年１月・２月）

・知財戦略・知財紛争をテーマとした「知的財産戦略

シンポジウム」を開催。 （平成１９年７月）

・バイオ・モノ作り企業の経営者・管理者等を対象とし

たセミナーを開催。 （平成１９年１１月・１２月）

（２）地域団体商標制度の利用促進
・道内延べ２０の農協・漁協等において、個別相談会を

実施。その結果、２農協から３件の出願に繋がった。

・ＰＲセミナーを開催。（平成１９年１１月）

・「地域ブランド《必携》ガイドブック」を２，０００部発行。

（３）企業支援機関等の相談人材のスキルアップ
・弁理士、弁護士、中小企業診断士等を対象とした、

知財戦略の策定支援に関する人材育成事業を実施。

・商工会議所や技術・産業支援機関職員を対象とした、

知財研修会を１６回開催。

（４）知的財産に関するワンストップサービスの提供
当局特許室など関係５機関による、「北海道知的財産

情報センター」において、企業等からの知的財産に関す

る相談対応や特許電子図書館（ＩＰＤＬ）の検索指導、知

的財産に関するＰＲ活動などを実施。

専門家チーム

地域ブランド《必携》ガイドブック

地域団体商標セミナー

知的財産に関するＰＲ特許の相談対応

知的財産戦略シンポジウム
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（５）若年人材に対する知的財産教育支援・普及啓発
・小・中学生や高校生などに対し、知的財産に関する出

前型授業を１９校で開催。

アンケートの結果、８割の小学生から特許・発明への
関心を持ったとの回答を得た。

・「発明の日」記念事業として、「『特許ってなに？』おも
しろ発明・体感フェア２００７」を開催。
（平成１９年４月）

３．取組の成果
（１）地域団体商標の出願・登録状況

◆道内では、これまでに３６件が出願され、１１件が登録。

知的財産に関する出前型授業 『特許ってなに？』おもしろ発明・
体感フェア２００７

幌加内町

根室市
帯広市

はぼまい
昆布しょうゆ

幌加内そば

豊浦いちご

苫小牧産ほっき貝

ほべつメロン

大正メークイン

大正長いも

（２）北海道知的財産情報センターの利用状況
◆平成１７年７月開設以来、年間５千件の利用。
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◆利用件数の推移 ◆産業財産権別相談内訳

※Ｈ１７ＣＹは７～１２月

むかわ町

白老町

豊浦町

鵡川ししゃも虎杖浜たらこ 十勝川西長いも 大正だいこん

苫小牧市
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横断的産業振興プログラムの展開

１６．創業・ベンチャー支援
～ベンチャー企業の創業・起業、経営力の向上を支援

＜新規事業課＞

１．本事業の目標
・経営資源の乏しいベンチャー企業の資金調達、マーケティングなどの経営課題の解決をサポート。道内ベンチャー企

業の成長を図り、地域イノベーション創出を促進する。

２．本事業の取組
（１）「第２回全国大学発ベンチャー北海道フォーラム」 ＆

「全国大学発ベンチャービジネスモデルコンテスト」の開催

大学で生まれた技術やアイデアをもとに起業する「大学発ベンチ

北海道には革新的なベンチャー企業が多数存在しており、中でも大学発ベンチャーは６８社（都道府県

別：全国７位）設立されています。当局では、こうしたベンチャー企業の成長のために、フォーラムの開催や

マッチング事業等の支援を行っています。

中でも、当局主催の全国大学発ベンチャー北海道フォーラム＆ビジネスモデルコンテストは全国規模で

は唯一のもの。コンテストには全国から２７社の応募があり、バイオ・ＩＴ・モノ作りの３分野で大賞を表彰。さ

らに経営力向上のサポートとして、全社のビジネスモデルの磨き上げや希望のあった１９社とベンチャー

キャピタルのマッチングを実施しました。また、北海道のベンチャー企業と全国の企業のタイアップを図るＷ

ＥＢマッチング事業では、６社の商談が進行中です。

・大学で生まれた技術やアイデアをもとに起業する「大学発ベンチ

ャー」の経営力や資金調達力の向上について議論を深めるフォー

ラムの開催（平成１９年９月）。

・大学発ベンチャーの経営戦略を競う「ビジネスモデルコンテスト」も

実施。

（２）商品販売までの「あと一歩！」を繋ぐマーケティング力の
向上を支援

・マーケティングセミナー

「売れる商品企画」などのマーケティング戦略が不得手な道内の
ベンチャー企業に、市場までの「あと一歩」をキッチリ繋ぐマーケ
ティングのノウハウやネットワークを蓄積するための「マーケティ
ングセミナー」を開催（平成１９年８月・９月で計３回）。

・ＷＥＢマッチング事業

道内ベンチャーの「売りたい情報」と全国のマーケティング事業者
などの「買いたい情報」をサイト上で結びつけ、道内から全国への
販売を加速させるＷＥＢサイトを開設（ＮＰＯ法人北海道活性化セ
ンターへの当局補助事業（平成１９年９月）。

（３）ＭＯＴ（技術経営）人材を大学間連携で育成する仕組みを
構築

・独創的な技術を事業化してビジネスに結びつけるＭＯＴ（技術経

営：Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）教育の推進を目指し、当局

が中心となって道内１３大学・６支援機関に呼びかけて推進協議

会を設置。（「北海道ＭＯＴコンソーシアム」：平成１９年１１月）

◇推進協議会参加の道内１３大学

北海道大学、室蘭工業大学

小樽商科大学、帯広畜産大学

北見工業大学、公立はこだて未来大学

札幌医科大学、札幌市立大学

北海学園大学、北海道工業大学

千歳科学技術大学、酪農学園大学

北海道情報大学

※その他、６支援機関が参加

全国大学発ベンチャービジネスモデルコンテスト

マーケティングセミナー
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３．取組の成果
（１）「大学発」の技術･アイディアのブラッシュアップに寄与

◆「全国大学発ベンチャー北海道フォーラム」には、全国各地から２日間で延べ３８０名が参加。「大学発ベンチャーを起

業する際の参考となった」など、好評の声多数。

◆コンテストは全国規模では初。北は北海道、南は九州から２７社が応募。バイオ・ＩＴ・モノ作りの３分野で大賞を表彰。ビ
ジネスモデルのブラッシュアップを行い、参加企業とベンチャーキャピタルとのマッチングも実施し、経営力向上に寄与。

（２）マーケティングの「コツ」を伝授、マッチングの「場」を提供

◆「マーケティングセミナー」には、 ３日間で延べ200名が参加。

“エースカスタマー”（その商品を買わざるを得ない人）の見つ
け方」や「効果的ＰＲ手法」などを説明。

◆「ＷＥＢマッチング事業」には、２１社（うち道内ベンチャー１５
社）が登録（平成２０年１月末時点）。販路拡大に向けた取り組
みを実施。

（３）オリジナルのＭＯＴ講座の編成を強力にバックアップ

◆推進協議会では、ＭＯＴに必要とされる「経営戦略」「技術戦

略」などに関する知見・経験が豊富な方を「科目・講師データ
ベース」（「ＭＯＴカリキュラムバンク」）として構築・管理（平成
２０年２月末時点で４０名）。
協議会参加大学が独自または連携してＭＯＴのカリキュラム
編成を行うことをサポート。

◆このデータベースへの登録講師などが講師を務める「ＭＯＴ
オープンカレッジ」を開催。（平成２０年３月３日・４日）札幌会
場での講義を 道内 会場でもイ タ ネ トを利用したテレ

ＷＥＢマッチング事業ＨＰ

＜札幌会場＞
北海学園大学
講師による生講義

テレビ講義により
広域エリアをカバ

◆ＭＯＴオープンカレッジの実施形態

場での講義を、道内４会場でもインターネットを利用したテレ
ビ講義で受講が可能であり、こうした「地域大学連携型」テレ
ビ講義は全国初。

＜参考＞北海道における大学発ベンチャー設立状況（平成１８年度末までの累計）

・企業数：北海道６８社（全国１，５９０社）

・都道府県別の所在企業数：北海道は全国第７位

・設立関係大学：北海道大学が全国第１１位（３９社）

・北海道の大学発ベンチャーには、道内の豊富な農水産物等の天然資源や、北海道大学の創薬等の研究
シーズを活用するバイオ分野を事業の核とする企業が全国に比べて多い。

＜函館会場＞
はこだて未来大学

＜室蘭会場＞
室蘭工業大学

＜帯広会場＞
帯広畜産大学

＜北見会場＞
北見工業大学

広域エリアをカバー
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横断的産業振興プログラムの展開

１７．産業人材の育成支援
～北海道の「人材」を「人財」へ強化

＜産業人材政策課＞

１．本事業の目標
・ 「人財立国」日本の実現に貢献するため、地域経済を支える人財の育成を図る。

・平成１９年度は、２１，０００人の人財力強化が目標。

２．本事業の取組と成果
（１）産学連携による技術人材の育成

・教育ノウハウ・設備等を有する大学・高専と地元産業界が連携し、地域企業が

求めるモノ作り技術人材の育成を行うためのカリキュラム開発を支援。

・地域の特色、地元の企業ニーズに即した教育カリキュラム、教材の開発と教育

機関を活用した実践的な教育の実施により、地域産業の発展と「モノ作り」分野

を支える現場技術人材の育成を目指す。

地域における産学官からなる産業人材育成ネットワークの構築を行うとともに、産業人材育成に係る取

組を実施、支援しています。特に、産学連携による人材育成は広がりを見せており、平成１９年度の３校に

加え、平成２０年度からは北見工大・釧路高専の２校が、当局支援施策の成果を活かして自主的に講座を

開設し、地域の「モノ作り」を支える技術人材の育成に取り組むこととなっています。

◆北海道では、大学・高専等が連携して行う道内８ヶ所の人材育成事業を支援。
平成１７年度～平成１９年度の３年間で、延べ約７７０名の人財力を強化。

◆北海道大学、北海道工業大学、室蘭工業大学は、産学連携製造中核人材育成事業の成果を活かして
平成１９年度から自主講座開設。

函館高専
建設業と水産業の周辺領域で必要となる化
学・建設等に関する基礎技術力、総合的マネ
ジメント力

北海道大学【１９年度講座開設】
次世代の農業機械を開発する先端技術

北海道工業大学
【１９年度講座開設】
多品種少量個別受注生産に対応したＱＣＤ

函館

苫小牧

札幌

北見
旭川

釧路

苫小牧高専
自動車関連産業へ参入する際に必要となる生産
管理・品質管理等の技術

釧路高専【２０年度講座開設予定】
食品製造に関わるプロセス安全管理技術

旭川高専
曲線美を強調した特殊な構造物のデザイン
や施工

室蘭工業大学【１９年度講座開設】
鋳物製品の高機能化・高付加価値化

室蘭

北見工業大学
【２０年度講座開設予定】
食品加工製造設備の製作等のために必要な難加
工材等の高度な溶接技術
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（２）アジア人財資金構想（平成１９年度新規事業）
日本企業に就職意思があるアジア等からの留学生に対し、日本

語教育、日本の商習慣を含む総合的な教育の実施及び、就職支
援を行い、産業界で活躍する人材育成を実施。

（３）若者の能力向上及び就業促進
ジョブカフェ北海道及び道内５地方拠点（函館・旭川・釧路・帯広・北見）において、若者と中小企業とのネッワークの構
築を支援。

◆ジョブカフェ北海道の実績と経済波及効果
・平成１６年７月から平成１９年３月末まで、地方拠点を含む延べ利用者は約１５４，０００人、

進路決定者数は約１７，５００人。

・ジョブカフェ北海道の平成１８年度における雇用創出効果は約６，２００人、経済波及効果

は約２９８億円。（当局試算）

・今後は、地域が自立的に運用できるようサポートを実施

◆ ジョブカフェスタ（合同企業説明会）の開催（９月～１０月）

・若者と企業が出会う場として、企業出展による合同説明会を実施。

・平成１９年度は道内６ヶ所で実施し、全道で計１，５５６名の若者が参加。

出展企業数 来場者数 出展企業数 来場者数

◆札商アジアン・ブリッジ・プログラム（委託先：札幌商工会議所）
平成１９年度、札幌商工会議所が道内７大学と連携して、参加留学生に対し、１８０時間の日本ビジネス教育、インター
ンシップ、就職支援のプログラムを１年半にわたり実施。
◇参加大学：北海道大学、小樽商科大学、室蘭工業大学、北見工業大学、道都大学、札幌大学、

北海学園大学
◇参加留学生：３７名 ＜出身国＞中国、韓国、インドネシア、台湾、アメリカ、メキシコ、スペイン、トルコ、

ルーマニア、ブルガリア、タンザニア

（４）次世代人材の育成
①地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト

学校教育活動全体を通じ、小学校から高等学校までの児童・生徒の発達段階に応じた職業観・勤労観を養うため、ＮＰ
Ｏや企業などがコーディネーターとなり、地元産業界や教育委員会等との連携のもと体系的で効果的なキャリア教育を
実施。

②理科実験教室プロジェクト（平成１９年度新規事業）

子どもたちが学ぶ理科と、実社会を結びつけた理科授業を実施するため、企業の技術者など特別講師の

発掘とプログラム開発等を実施。全国の都道府県・政令指定都市教育委員会が実施する「理科支援員等配
置事業」(文部科学省)との連携事業。(対象：小学校５・６年生) 

Sapporo夢探究プロジェクト
「札幌ドームを作った人たち」について学んだ(左)あと、
「ドームツアー」に参加した小学生(右）

◆平成１７年度～平成１９年度の３年間で、延べ約１５，０００名の人財力を強化。

◆北海道では札幌市と小樽市でプロジェクトを実施。

・札幌：Ｓａｐｐｏｒｏ夢探求プロジェクト

委託先：キャリアバンク㈱

・小樽：小樽の産業資産を活用したキャリア教育事業

委託先：ＮＰＯ法人北海道職人義塾大學校

◆平成１９年度は道内の小学校２２校で約９００名の人財力を強化。
◆北海道教育委員会との連携によりプロジェクトを実施。

・未来につながる理科実験 北海道サイエンスキッズアカデミー 委託先：キャリアバンク㈱

＜出展企業数＞ ＜来場者数＞ ＜出展企業数＞ ＜来場者数＞

【札幌市】 １００社 ９６５名 【北見市】 １８社 １４８名
【旭川市】 ２８社 １１６名 【帯広市】 ２８社 ６７名
【函館市】 ２７社 １４８名 【釧路市】 ２５社 １１２名

ジョブカフェスタ
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横断的産業振興プログラムの展開

１８．産業立地の推進
～企業立地に頑張る地域を支援

＜産業立地課＞

１．本事業の目標
・北海道内の地域の基本計画策定を支援し、企業立地の促進、産業集積の形成により、地域経済の自立的発展の基盤

の強化を図る。

２．本事業の取組
（１）法のスキームと主な支援措置

協議会は計画策定への支援制度を利用できる。

「企業立地促進法」に基づき、自治体等が主体的に地域の強みを活かした基本計画を作成し、その計画

に基づいて行う企業立地促進の取り組みに対して、税の特例・交付税措置、補助金の交付などの支援を

行います。道内では、「北見地域」「苫小牧・厚真・安平地域」の基本計画が主務大臣の同意を受けました

（平成２０年２月現在）。両地域では、企業誘致活動、パンフレットの作成（北見地域）、環境リサイクル産業

立地セミナーの開催（苫小牧地域）など、支援制度を活用した取組が進んでいます。

◇活用可能な支援制度

地域産業活性化協議会の設立

市町村・都道府県、経済団体等の関係機関で構成

荻原経済産業大臣政務官の説明

協議会は支援制度（企業誘致活動、人材養成事

業等）等の活用が可能。

自治体が固定資産税等を減免した場合は、交付

税措置が受けられる。 （対象業種に該当する

場合）

企業は課税の特例（特別償却措置）を受けられる。

（対象業種に該当する場合）

（２）主な取り組み

①法・施策のＰＲ

地域の主体となる市町村・経済団体等に、施策普及キャラバン（１４回）、フォーラム・説明会（２３回）の開催。

（平成１９年１月～１１月）

企業立地支援センターの専門家による自治体訪問などを通じ、法・施策をＰＲ。

②企業立地促進フォーラムin北海道の開催
市町村、経済団体、企業の担当者を対象に、北海道、関係各省、関係団体

と連携して開催。荻原政務官による施策の説明、全国の先進事例等の紹介

等を実施 （平成１９年１０月・参加者：２００名）

③北海道企業立地支援センターの設置

企業立地に関する総合的なサービス窓口となる北海道企業立地支援センターを、(独)中小機構北海道支部内に設置。
専門家による法律等に関する相談・助言、協議会活動等へのサポートなどを実施。

④地域産業活性化対策北海道ブロック会議の開催

関係各省との連携のため、平成１９年７月３１日に幹事会、９月１８日及び３月１７日に本会議を開催し各省庁の支援策の

連携について確認。

協議会で基本計画を策定

国は基本方針に基づき同意する

事業者：企業立地計画、事業高度化計画の作成

都道府県が承認
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同意済み地域

１９年度同意予定地域

２０年度同意予定地域

釧路市

①北見地域
（北見市１市）
・業種－食料品、情報通信、木材、

機械・金属
＜同意時期＞１９年１０月１７日

道央中核地域
（札幌市、小樽市、室蘭市、苫小牧市、
江別市、千歳市、登別市、恵庭市、
伊達市、北広島市、石狩市、白老町、
安平町、厚真町、むかわ町、以上１５
市町）
・業種－自動車、機械金属、医薬品・

バイオ、情報
・１９年１２月２７日協議会開催
＜同意時期＞２０年３月２５日予定

釧路・白糠地域

旭川地域
（旭川市、東川町、東神楽町、鷹栖町）
・業種－食品、機械・金属、

家具等インテリア、ＩＴ、物流
・１２月２５日協議会設立
＜同意時期＞２０年３月２５日予定

札幌臨海小樽・石狩地域
（小樽市・石狩市）
・業種－食料品、物流、エネルギー、

リサイクル（調整中）
・２０年２月２０日協議会設立
＜同意時期＞２０年度予定

空知地域－道央波及展開地域
（空知管内１０市８町）
・業種－自動車、機械金属、情報、

医薬品・バイオ、食品（調整中）
・２０年３月２８日協議会設立（予定）
＜同意時期＞２０年度予定

３．取組の成果
（１）基本計画の同意及び協議会設立状況（平成２０年２月現在）

◆全国：平成１９年度、３５道府県７４計画が同意。（年度内には３４計画が同意予定）

◆道内：平成１９年度、２地域の基本計画が同意。（年度内には３計画が同意予定）

４月以降の同意に向け、５地域で協議会の設立など計画を策定中。

◇基本計画の同意地域

・北見地域：１０月１７日（道内初）

・苫小牧・厚真・安平地域：１０月２９日

◆道内の企業立地促進法の計画策定状況

北見地域が同意を受けた同意書交付式

伊達市

②苫小牧・厚真・安平地域
（苫小牧市、厚真町、安平町）
・業種－環境リサイクル、

資源エネルギー、 物流
＜同意時期＞１９年１０月２９日

釧路 白糠地域
（釧路市、白糠町）
・業種－食料品、医療品、情報通信等

（調整中）
・１９年１０月１日協議会設立
・計画策定支援補助金採択
＜同意時期＞２０年度予定

室蘭・登別・伊達・白老地域
（室蘭市、登別市、伊達市、白老町）
・業種－環境、エネルギー、食品加工
・１９年１１月２７日協議会開催
＜同意時期＞２０年３月２５日予定

函館地域
（函館市、北斗市、七飯町）
・業種－食料品、情報、機械金属

（調整中）
・２０年２月１４日協議会設立
＜同意時期＞２０年度予定

帯広十勝地域
（帯広市、音更町、幕別町、池田町、
浦幌町、本別町、広尾町）
・業種－食料品、機械等（調整中）
・２０年２月２７日協議会設立
＜同意時期＞２０年度予定

（２）支援制度の活用
◆協議会活動支援事業：釧路・白糠地域産業活性化協議会が、基本計画策定のため活用。

◆産業立地支援事業 ：北見地域企業立地促進協議会が、企業誘致活動、パンフレットの作成等を実施。

苫小牧東部地域企業誘致推進協議会が、環境リサイクル産業立地セミナーを開催。

◆人材養成等支援事業：苫小牧東部地域企業誘致推進協議会が、環境リサイクル関連の人材養成研修、

物流関連の技能研修、人材育成フェア等を実施。

（３）基本計画に基づく企業の立地等

◆苫小牧東部地域にオエノンホールディングスが、酒類及びバイオエタノール製造工場を新設予定。

◆千歳臨空工業団地に（株）デンソーエレクトロニクスが工場新設予定。

◆３月に道央中核地域の基本計画が同意を受けた後、自動車関連企業が立地予定。

（４）企業立地に頑張る市町村２０選への選定

◆企業立地に頑張る市町村２０選（H19.12）：道内から白老町が選定。
特色ある取り組みを行っている市町：道内から夕張市が選定。
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横断的産業振興プログラムの展開

１９－１．地域の国際経済交流の推進
～貿易・投資を通じた地域の国際化を目指して

＜国際課＞

１．本事業の目標
・貿易・投資の促進を通じた地域経済の活性化を図るため、北海道製品の輸出促進や、海外から北海道への投資の促

進を目指す。

２．本事業の取組と成果
（１）ロシアとの貿易促進を支援

北海道の主な貿易相手国であるロシアへの輸出額は、

平成１４年から５倍以上伸びおり、今後もさらなる輸出拡

大が期待される。

当局では、平成１２年から、極東ロシアと北海道企業の

貿易・投資の促進を目指し、各種調査、商談会等の実施、

サハリン州・ハバロフスク州等との政府・民間レベルでの

パイプを構築。

近年は、以下の事業を実施。

◆ロシア・ハバロフスク市での商談会及び展示試食会の

海外のビジネス環境に関する情報提供や、ロシア企業とのマッチング機会の提供（商談件数：延べ５０

件）等により輸出促進を図るとともに、外国企業誘致に関する情報提供や、豪州での北海道投資・観光関

連セミナー（投資相談件数：３０件）等により対内投資促進を支援しています。

27,379
25,886

11,45710,108

5,160
5,000
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30,000

◇ロシアへの輸出額

◆ シア ハバ フスク市での商談会及び展示試食会の

実施（平成１８年１１月）
北海道産食品加工品や寒冷地仕様製品など、北海道

の特色のある商品を扱う北海道企業８社と関係機関と合

同で、商談会及び展示試食会を実施。（ロシアで初開催）

ロシア企業と北海道企業の商談件数は延べ５０件。

（２）対内投資促進の支援
近年、北海道へ豪州から観光客が増加（主にニセコ等

スキーリゾート地）。それに伴い、外国企業の投資も増加し

たことから、投資と観光の促進に向けて以下の事業を実施。

◆北海道投資・観光関連セミナーの実施（平成１９年１０月）

・豪州シドニー市において、北海道への投資及び観光促進

のセミナーを実施（豪州政府と共同で海外初開催）。

・豪州から投資が活発化しているニセコ地域の状況や、北

海道へ投資した豪州企業のプレゼンテーション等を行い、

北海道の投資環境をPR。
セミナー参加者：９０名／

豪州からの投資関連相談件数：３０件

＜参考＞ニセコ地域へのオーストラリア投資の例
・北海道トラックス ： 不動産関連
・NACニセコアドベンチャーセンター ： アウトドア業／飲食業
・スキージャパン ： ツアーオペレーター／不動産関連

（出典：ジェトロ北海道）
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◇北海道の外国人来道者の推移
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資料：函館税関「平成18年外国貿易年表」

（百万円）

北海道投資・観光関連
セミナー

ハバロフスク市での
展示試食会及び商談会
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１９－２．地域の国際経済交流の推進
～貿易取引の適正化 ＜国際課＞

１．本事業の目標
・国際的な平和や安全の維持、我が国経済の健全な発展のため、企業等に貿易管理の重要性を周知し、輸出入取引の

円滑化を図る。

２．本事業の取組と成果
貿易取引は原則自由ですが、輸出や輸入などの際に許可や承認が必要な場合があります。

当局ではこれらの許可・承認等の業務及び、当該規制を周知するための説明会や相談業務を実施。

（１）輸出の許可・承認

武器や、核兵器等の大量破壊兵器に利用される可能性のある貨物を

輸出する場合、国の許可が必要。また、「絶滅のおそれのある野生動植

物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）」の対象動植物や有

害な廃棄物の輸出に関しては承認が必要。

◆輸出許可・承認件数： 平成１９年：２８件、１８年：３６件、１７年：３４件

横断的産業振興プログラムの展開

武器や核兵器の材料となる貨物、希少動植物などの輸出や輸入の際には、国から許可や承認などを受

ける必要があります。

当局では、これらの申請の受理・審査・相談対応等及び貿易管理制度の周知を行っています。

平成１９年は、１２０件の申請及び１７３件の相談に対応し、適正な貿易取引を推進しています。

（２）輸入の承認・事前確認

輸入が自由化されていない水産物を輸入するためには、経済産業省

の輸入割当が必要。この割当を受けた企業等が、実際に輸入する際に

は当局の輸入の承認が必要。

また、ワシントン条約対象の生きた動物を輸入する際には、当局の事

前確認が必要。

◆輸入承認・事前確認件数：

平成１９年：６２件、１８年：７７件、１７年：５４件

（３）革靴、皮革の関税割当

国内産業の保護のため、革靴や皮革については一定の輸入数量の

みを低税率にして、申請者に割当。

◆割当件数： 平成１９年：３０件、１８年：４２件、１７年：４９件

（４）貿易の規制に関する説明会

企業の輸出管理の重要性とその体制整備の必要性を認識してもらうため、安全保障貿易管理説明会を開催。

また、廃棄物等の適正な輸出入の確保のため、環境省と共催で、バーゼル法等説明会を開催。

◆安全保障貿易管理説明会参加者人数： 平成１９年： ３６人、１８年：５４人、１７年：４２人

◆バーゼル法等説明会参加者人数： 平成１９年：１０８人、１８年：５７人、１７年：８３人

（５）貿易の規制に関する相談対応業務

輸出入に関する経済産業省の規制についての外部からの相談に対応。

◆相談件数： 平成１９年：１７３件、１８年：１８０件、１７年：１６６件

ワシントン条約対象動物例：オオタカ

（当局の事前確認が必要）

輸出許可必要貨物例：

バイアスロン大会で使用する銃
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２０．局の施策の普及促進
＜企画課＞

１．本事業の目標
・「Ｅ・Ｏ説明＆相談会」：各地域の異なる課題解決や関心分野に応じて、地域と協働して開催することで、よりきめ細や

かな施策活用を目指す。

・「ＡＢＬ説明会」：農商工業者等の新たな資金調達手段を普及させることで、事業活動の活発化、多様化の促進を図る。

２．本事業の取組と成果
（１） 「Ｅ・Ｏ（ｲｰｼﾞｰ･ｵｰﾀﾞｰ）説明＆相談会」の概要

・本説明・相談会は、予め用意した８分野２４項目の当局施策メニューの中から、

自治体が基本の関心分野を選択し、それを基に当該地域にピッタリフィットす

る内容の説明会を地域と協働で企画するもの。また、地域の選択肢拡大のた

め、当局の施策だけではなく、要望があれば他機関にも協力を要請。

問題解決（の糸口）や施策活用の可能性等地域の発展に向けた取組に対し

横断的産業振興プログラムの展開

当局の多様な施策の一体的活用や複数の部署にまたがる施策の一元的対応に向けた取り組みの企

画・実施を通じて、皆様により分かりやすく、よりご活用いただくための取組を実施しています。１９年度は、

新たに地域のご要望応じて開催する「Ｅ・Ｏ説明＆相談会」や関係者が多岐にわたる「ＡＢＬ説明会」等を実

施しています。 「Ｅ・Ｏ説明＆相談会」を契機に、地域資源の認定に向けた具体的検討を開始した町や施

策活用を目指す相談企業も出てきました。

・問題解決（の糸口）や施策活用の可能性等地域の発展に向けた取組に対し、

新たな選択肢を創出するための 『個別相談会』も開催。

◆平成１９年度の開催状況

深川市、福島町、八雲町、鹿追町の４市町において、以下分野の説明・相談会を開催。

◆深川市：「地域資源活用による事業化と地域ブランド創出に向けた支援策の活用について」

（平成２０年２月７日・出席者：５３名）

◆福島町：「観光振興（地域への経済波及効果等）について」

（平成２０年２月１７日・出席者：６３名）

◆八雲町：「地域資源活用と地域ブランドの形成について」「環境エネルギーの取組について」

（平成２０年２月１８日・出席者：３６名）

◆鹿追町：「地域資源・地域ブランド活用による観光振興とエネルギーの有効活用を目指して」

（平成２０年２月２８日・出席者：６７名）

（２）「ＡＢＬ（Asset Based Lending：動産・債権担保融資制度）説明会」の概要
・本融資は、従来の不動産や保証人に依存した融資でなく、企業が保有する在庫や売掛債権を金融機関へ担保提供する

ことで資金調達を行う方法で、企業と金融機関双方にメリットがある制度。

◇企業のメリット：資産の有効活用・調達手法の多様化、安定資金・成長資金の確保

◇金融機関のメリット：新たな顧客の開拓、目利き能力の向上、コンサルティング能力の向上

・当局では、本制度普及により、道内の事業活動の迅速化、活性化が見込まれることから、金機関へのＰＲと制度の普及

を目的に「合同説明会」及び「実務勉強会」を開催。

◆平成１９年度の開催状況

・合同説明会：道内金融機関５８社７８名が参加。 ・実務勉強会：道内金融機関２３社３１名が参加。

深川市で開催した説明＆相談会

４８



鉱工業生産指数（平成12年=100）
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◇鉱工業生産指数（平成１２年＝１００）

地域経済動向の把握

２１．調査・統計データの収集・分析
～数字で見る地域の動向

＜調査課＞

１．本事業の目標
・北海道経済の動向を把握し、その分析結果を迅速

に提供する。

２．本事業の取組
（１）生産活動と消費動向の公表

北海道管内の生産活動と消費動向を把握するため、

生産・商業動態統計調査を利用した以下の統計資料
を毎月公表。

・北海道鉱工業生産動向

・北海道大型小売店販売動向

・北海道コンビニエンスストア販売動向

国、地域の実情を客観的に判断するには数字で見るのが一番判りやすく簡単です。

そのため当局では、道内の様々なデータを収集・分析し、公表を行っております。

データを掲載した当局ホームページのアクセス件数は局内最多（平成１９年：約８７，０００件）であり、広く

注目を集めています。

◇最近の管内経済概況
（２）景気動向の公表
北海道管内の景気動向を把握するため、主要な経

済指標を収集、分析するとともに企業、団体等からの
ヒアリングを実施し、その内容を取りまとめた「最近の
管内経済概況」を毎月公表。

（３）企業活動の実態の調査・公表
北海道管内の企業活動の実態を把握するため、本

社が所在する企業に対し、「企業活動基本調査」を実
施し、調査結果を取りまとめ毎年公表（速報、確報）。

（４）地域経済産業の動向調査・公表
地域経済産業の動向を把握するため、地域経済に

大きな影響のある企業等約１００社へのヒアリングを
実施し、年３回程度公表。
また、トピックスとして昨今の原油・原材料価格高騰
の影響などの調査も実施。

（５）北海道地域産業連関表の作成
北海道管内の産業構造や各産業間の経済取引関

係を明らかにするため、「北海道地域産業連関表」を
５年毎に公表。
本連関表は、北海道洞爺湖サミットや、北海道日本
ハムファイターズの経済効果等の算出に使用されて
いる。
現在、「平成１７年地域表」を作成中であり、平成２１
年に公表の予定。
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 ※全国は、内閣府「月例経済報告」の基調判断。
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◇最近の管内経済概況

※月間有効求人倍率 10月 （季節調整値）
資料 厚生労働省「職業安定業務統計」

（平成１９年１１月３０日公表）により作成
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○第２２回地域経済産業調査結果の概要（全体総括）
資料１
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地域の景況は、緩やかな改善傾向にあるものの、ばらつきがみられる。
（全般及び４地域で判断を下方修正）

有効求人倍率（平成1９年10月）
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◇地域経済産業調査の概要
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お問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局広報室
〒060-0808
札幌市北区北８条西２丁目札幌第一合同庁舎
TEL:011-709-2311(内線：2507)

本報告書は北海道経済産業局ホームページにもＰＤＦ
形式で掲載されています。
URL http://www.hkd.meti.go.jp
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